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令和３年第１回 多気町議会定例会会議録（一般質問） 

 

開   議  （１日目）令和３年３月９日  午前９時 （４名／７名中） 

（２日目）令和３年３月 10 日 午前９時 （３名／７名中） 

 

順番 質 問 者 通告方式 質 問 内 容 

１ 坂井 信久 一問一答 

①これからの政策課題と工業誘致の総括について 

  （町長、担当課長） 

②新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金の使途について    （町長、担当課長） 

２ 木戸口 勉幸 一問一答 

①県道バイパス松阪度会線（野中～土羽間）整備

進捗状況について     （町長、担当課長） 

②ヴィソン産直市場での特産品振興について 

（町長、担当課長） 

③新型コロナウイルスワクチン接種について 

（町長、担当課長） 

３ 松木 豊年 一問一答 

①新型コロナ対策について  （町長、担当課長） 

②国民健康保険料について  （町長、担当課長） 

③火葬場について      （町長、担当課長） 

４ 山際 照男 一問一答 

①令和３年度の予算編成にあたっての考え方につ

いて        （町長、副町長、担当課長） 

②今後の財政運営方針について 

（町長、副町長、担当課長）

５ 志村 和浩 一問一答 

①デジタル戦略室の取組について 

（町長、副町長、担当課長） 

②ふるさと納税について    （町長、担当課長） 

③三井高利生誕 400 年について （町長、担当課長） 

６ 松浦 慶子 一問一答 
①学校教育のＤＸ化について 

（町長、教育長、担当課長） 

７ 田牧 正義 一問一答 

①新多気町で最も多忙と思われる今年の重点項目

を伺う。              （町長） 

②過去に行った質問に関して進捗状況を確認す

る。       （町長、副町長、担当課長） 
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（ ３月９日９時 00 分 ） 

（３番 坂井 信久 議員） 

○議長（前川 勝） １番目の質問者、坂井議員の質問に入ります。 

３番、坂井議員。 

○３番（坂井 信久） おはようございます。３番、坂井でございます。ただい

ま、議長から発言の許可をいただきましたので、私の一般質問を始めます。 

今回、私は２点の課題について通告をいたしております。その１つが、これ

からの政策課題と工業誘致の総括について。それから、２つ目が新型コロナウ

イルス感染症対応地方創生臨時交付金の使途について、でございます。この２

点について、いろいろお伺いいたしますので、どうかよろしくお願いを申し上

げます。 

それでは、１点目の質問にはいります。12 月定例議会の一般質問の時にも少

し触れましたが、昨年末にはクリスタル工業団地内の誘致もほぼ完了したこと

は、町長以下関係職員の皆様のご努力の賜物として敬意を申し上げたいという

ふうに思います。 

  工業団地の塩漬け用地を数十年間抱える市町があると聞き及んでいる状況に

あるにもかかわらず、また昨年より続きます新型コロナウイルス感染拡大によ

る経済の低迷のなか、本町では数年間に於いて売却を完了したことは大いに評

価をできるところでもあります。 

 他方、河田の工業団地に当初誘致をいたしました、某材木会社につきまして

は、倒産との結果となり、税の滞納はおろか企業立地奨励金の支払いについて

も疑義の残るところであります。この処理についても、どのような措置を今後

模索していくのか、責任の所在をどのようにしていくのか課題の残るところで

もあります。 

  そのような中、12 月定例議会の一般質問でも発言をいたしましたが、工業誘

致がひと段落ついたこれから先には、内向きに対する政策に力点を入れていた
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だきたいと、こんなふうに考えておるところでございます。 

  公共交通、町道管理、町有施設の維持管理と処分、これは義務的経費の削減

が目的でございます、福祉対策、農政、環境政策等につきましても、多くの課

題があるようにも思います。 

  一般町民の方々には、ややもすると工業誘致等の予算などは、外向きに使わ

れるような感覚があり、普通に暮らし、納税の義務を果たし、今を暮らす人達

にも数多くの政策課題があり、それらに答えていくことが町長の責務だと考え

ております。 

  以上のことを踏まえて、今まで誘致された企業に対する企業立地奨励金及び

雇用効果の検証のためなど、以下の質問を致しますので、どうかよろしくお願

いを申し上げます。 

それでは１点目、企業立地奨励金助成制度が発足してから、対象とした企業

数は何社に及ぶのか、また、その奨励金額の合計ですな、これをまずお伺いを

したいと、こんなふうに思います。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 

○企画調整課長（小林 悟） それでは、坂井議員のご質問にお答えいたします。 

 企業立地奨励金、助成制度が発足してから対象とした企業数は、12 社でご

ざいます。奨励金額は７億 8542 万円になります。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。坂井議員。 

○３番（坂井 信久） ありがとうございます。今後ですね、今後、この制度が

さらに先般申し上げましたような企業数が増えて、立地企業が増えてきました

ので、あと何社を見込んでおるのかとですね、それから、この２番目に書いて

ございます今までお支払いをした奨励金額の最大の額ですな、それから最少の

額と、こういうふうな額にも少しお聞きをしたいと、こんなふうに思います。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 
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○企画調整課長（小林 悟） まず１点目、何社ということでございますが、坂

井議員ご承知のとおり、ほぼ埋まってはおるものの、まだユーグレナの貸して

おる土地が残っております。まずそこの、一つ残っておるところでございます。

それから２点目でございますけれども、奨励金額の最大額および最少額という

ことでございます。最大額は１億円、最少額は 1077 万円になります。以上で

す。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。坂井議員。 

○３番（坂井 信久） これちょっと余談か分かりませんけれども、先般新聞報

道のなかで、ユーグレナの跡地については朝日エナジーとかなんか、そんなふ

うなことが内定とかという話がちょっと記載があったように思いますけれど

も、そこら辺は、まだ決まっておらない状況なんですかね。ちょっと話がずれ

るか分かりませんけれども。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 

○企画調整課長（小林 悟） まだ、完全な確定ではございませんけども、先般

ですね、メールで各議員の皆様にお伝えしたとおり、また今後、新年度でです

ね、またいい報告ができるようにしたいと思っております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○３番（坂井 信久） このことをなぜまぁ今回申し上げるかと言いますと、冒

頭にも申し上げました河田の工業団地につきまして少しまぁ色んなことがあ

ったと。いうようなことを私は２度と繰り返してはならないと、こういうこと

がございます。従いまして、やはりこれは税務総局とですね、その時も申し上

げましたけれども、やっぱり企画課と連携をして納税状況あたりから、やっぱ

り企業の経営状況がやっぱ推認できますから、税金が入らんだら奨励金を止め

るとかですね、前も申し上げましたけれども、何年かにわたっておそらく支払

いをすると、こういうことになろうかと、こんなふうに思いますから。やはり



 5

そこら辺は連携を密にして、ちょっと状況が滞納があったらということもござ

いましたら、そこら辺のこともございましたんで、奨励金の支払いについては

より慎重にしていただきたいと。こういう想いがありまして、この２番目の問

題については申し上げておるわけでございます。いずれに対しましても、河田

の工業団地はまた別の機会に色々お聞きをするといたしましても、特にこの奨

励金の支払いについてはですね、いわゆる経年で払うということがおそらく今

まで行われていた実績ではないかなぁというように思いましたので、どうかそ

こら辺につきましても今後支払いが数社にわたるということになろうと思い

ますので、十分お気を付けて対応していただきたいと、まぁこんなふうに思う

わけでございます。 

  それでは、３番目にはいります。誘致企業が操業開始をいたしてから多気町

内の誘致企業の雇用人数をお伺いしたい。これはまぁあの企画課のほうでつか

んでおる数字になろうかと思いますけれども、分かる範囲で結構でございます

から、どの程度の方がですね、多気町内の方が、誘致をした、企業立地奨励金

をお支払いした会社のほうに勤めておられるのかをお聞きをしたいと、こんな

ふうに思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 

○企画調整課長（小林 悟） 雇用人数といたしましては、732 名となります。

以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○３番（坂井 信久） ありがとうございます。まさに町長がですね、企業誘致

に力を入れておる、これは将来の多気町の税収の問題、あるいはその雇用を徹

底すると、こういうようなことに尽きると、こんなふうに思いますけれども。

他方では、やはり多気町にいわゆる定住をしていただかんとですね、定住をし

ていただかんとやはり色んな個人からいただく税等がですね、まぁよそにまぁ
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流れるという言い方はおかしいですけれども、結果としてそういうかたちにな

ると。それは非常に多気町にとっても残念なことであるということで、やはり

定住とともにですね、こういうふうな企業誘致は並行してやっぱり進めていた

だくということが肝要かというふうに思います。シャープでも最大時には３千

人近く、あるいは３千人を超すぐらいの関係者の方が就労しておられたという

ことになりますけれども、約８割の方がですね、松阪市に住んでおられる。住

所を置いておられると。こういうこともありますので、松阪市が一番ほくそ笑

んどるんではないかなと、いうようなこともあるわけでございますから、企業

誘致とともに、あるいは雇用ニーズとともにですね、後で申し上げますけれど

も、この定住にかかるようなやっぱ政策を打っていただく、このことが私は必

要なんだなというふうに思っておりますので、よろしくお願いをしたいと、い

うふうに思います。 

それから、続いて４番目の本題へ入りますけれども、この制度が発足をして

から、多気町内へ転入された方、これはまぁ色んな関係があるので、なかなか

分かりませんけれども、一つの指標としてですね、それから推認先ほど聞きま

した 732 名ですか、そういったこととも関連がございますので、この転入者数

を少しお伺いしたいと思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 

○企画調整課長（小林 悟） 平成 17 年度からの数値になりますけども、6592

名となります。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○３番（坂井 信久） ありがとうございます。実際、多気町へまぁ一時的にせ

よですね、転入届を出されたという方が 17 年から相当な数にのぼっとるとい

うことになろうかと思います。果たして、その中でどの程度の方が定住してお

られるのか分かりませんけれども、やはりこれから、今申し上げたようにです
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ね、そこら辺にやっぱ力点をいただく、このことが大事ではないかなぁと、い

うふうに思っておるわけでございます。 

続きます。それでは、５番目のクリスタル工業団地に誘致された企業及び誘

致契約をされた企業に対する立地奨励金額ですね、これまぁ予定額になろうか

と思いますけれども、それと併せて、その企業がこの地元で雇用を予定してお

られる人数、これについてお伺いしたい。こんなふうに思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 

○企画調整課長（小林 悟） まず立地奨励金額でございますけども、３億 9365

万円となります。それから、雇用人数でございます。現在の地元雇用人数は 47

名でございますが、今年度立地が確定したホクト、ニプロン、岡田パッケージ

の数値が掴めておりませんので、この 47 名の中に入っておりません。ですの

で、今後地元雇用の数値としては、まだ増えてくるであろうと思われます。以

上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。坂井議員。 

○３番（坂井 信久） 分かりました。できるだけですね、そのこれから誘致を

していただく企業につきましても、色んな機会を通じて、この多気町でどの程

度の雇用者を予定しておられるのか、ぜひ聞き取っていただきたい。また、そ

の数値についてもですね、企画課として掴んでいただきたいと、いうふうに思

っております。ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。やはり先

ほども申し上げましたように、この雇用者を定住させるということがこれから

非常に大切であろうということで、先般も町長が新しくこの子育て世帯応援金、

あるいは移住定住促進事業というのをあげられました。５年間のいわゆる時限

立法と言いますんか、一時的な制度あるいは移住者についても相当まぁ金額が

張るということもございまして、非常に私は期待しておりますし、以前から申

し上げとるように私は内向きのお金ということで、個人的にはそういうことを

再々申し上げてきた立場でございますので、非常に私は結構な制度が発足する
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んだなぁというように、それは思っております。まぁ色んな課題もあろうかと

思いますけれども、ぜひそういった事にこれからはぜひ力をいただいて、多気

町にいかに定住をしていただくかということが大切になってくる。このことを

再三くどいようですけれども申し上げまして、次の問題に入っていきたいとい

うふうに思います。 

  ６番目につきましては、クリスタル工業団地には、約５億円を投じまして工

業用水道を整備したわけでございます。現在の予定誘致企業がですね、使用す

る日当たりの全工業用水量はどの程度見込んでおられるのかですね、ぜひお聞

きをしたいというふうに思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 

○企画調整課長（小林 悟） 日当たりでございますが、約 1400 トンから 1500

トンを想定しております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○３番（坂井 信久） 当初、５億円というふうな巨費を投じたわけでございま

すから、これ企画課のほうでですね、当初どの程度見込んだ工業用水道計画と

言いますんか、計画をされておられたんかなぁと。町長が頑張って一生懸命今

の企業を誘致されたんですけれども、おそらくいや当初はもっと水使っていた

だけるような企業をおそらく目指しておられたと、いうふうに思っております。

ただまぁ残念ながらこういうふうな情勢ですから、必ずしも描いておるような

企業さんばかりではないというふうに思います。そういったことから含めて、

当初ですね、当初５億円を投じるその時にはどの程度使っていただくような計

画て言いますんか、１日３千トンとかあるいはこのぐらいのまぁ使っていただ

けるていうことを想定して、その工業用水道を整備をしたか。そういう計画が

あったんかなかったんか、あったらどの程度の数字を見込んでおられたんかと

いうことを、もし以前の課長になろうかと思いますけれども、分かっておる範
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囲でお答えをいただきたい。もし企画課長が分からんようであればですね、水

道課長のほうでお答えいただきたいというふうに思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 

○企画調整課長（小林 悟） まず当初の計画でございますけども、現在のクリ

スタル工業団地に対してですね、どれぐらいの工業用水の量が適正か、当時庁

舎内での政策調整委員会において何回も議論を重ねてですね、面積規模からし

て、工業用水約 3000 トンくらいが適当だろうと、適正だろうという結論に至

りました。工業用水はたくさん使ってもらう企業も、過去に何回か立地寸前ま

でいった話もございましたけども、なかなか契約締結までいかなかったという

こともございまして、今に至っておるところでございます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○３番（坂井 信久） ありがとうございます。そういった中でもですね、１日

1400～1500 トン使っていただける企業が来ていただいたということは非常に

こういう状況のなかではありがたいんかなぁというふうに思っております。た

だ、私は毎年この工水のですね予算もこれから審議をするわけでございますけ

れども、これ５億円の返済について毎年１千万ずつというふうな償還、実は計

画を立てておるわけでございます。これ単純に申し上げますと 50 年かかる、

返済に 50 年かかると。これは基金から支出をしておりまして、起債ではござ

いませんから、町のお金を無理して貸しておるということになろうかというふ

うに思いますけれども、そこら辺の計画についてもやはり、この水の量が減る

ということになりますとですね、やはり返済が一気呵成にはいかんと。長期に

わたって返済をしていくということは、やはり財政の硬直化を若干でも進める

ということがあろうかと思いまして、少しその問題についても色々お聞かせ願

ったわけでございます。それについて、さらに実は先般も一部報道がございま

したけれども、以前も申し上げましたシャープが白山工場、ＪＤＩの白山工場
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を買ったと。それにですね、亀山の一部がなんかそういう報道が少しあったと

思いますけれども、もし仮にシャープがそちらのほうへ、あ、大阪ですね、大

阪の一部を、大阪の工場をシャープが売却したんですかな、なんかそういう話

が報道されておりまして、まぁそういうことになってくるといよいよ鴻海さん

としてもその白山工場へ多気工場も含めて引っ越すんではないかと、いうよう

な懸念もあるわけでございます。シャープがこれまぁ不在というような形にな

りますと、さらに工業用水がですね、大変な状況になるんかなぁというような

こともございまして、少しそういった問題につきましても色々お聞きをしたわ

けでございます。ぜひ、そういうふうなシャープの情報につきましてもですね、

以前の企画課長にも申し上げましたけれども最新の情報なり、できるだけ収集

をして、そういう対応策にも早期にとれるということに努めていただきたいと、

いうふうに思っております。 

  それから、やはり今も申し上げたように、もしそのシャープが撤退というこ

とになろうかと仮になりますとですね、僕はその工業用水道会計の廃止自体も

考えるとかですね、あるいはその料金の見直しあたりもですね、考える必要が

あるんかなと、いうこともおそらく長期的には発生することが出てくるだろう

というふうに思っておりますので、やはりそういうふうな情報についてもでき

るだけキャッチをして町内で対応策が講じられるような体制づくりをぜひし

ていただきたいというふうに思っております。 

  それでは最後になりますけれども、私は個人でも自治体でもですね、投資を

しなければやはり効果は生まれないということで、町長のこの企業誘致政策に

は大いにまぁ賛成でもあったわけでございます。しかし、先ほども冒頭にも申

し上げましたように、まぁこれ一区切りつくわけでございますから、やはりこ

れからの政策課題というのは私は内向きにあると、いうふうに考えております。

まぁ先ほども少し触れましたけれども、今般、先般の全員協議会やったりでで

すね、そういった関係の施策が打ち上げられております。そういったことも非

常に私は私個人としてはですね、非常に結構なことだというふうに思っており
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ますけれども、まぁ町長のですね、そこら辺の趣旨についても少しお伺いでき

ればお伺いをしたいと、こんなふうに思いますのでよろしくお願いをしたいと

思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） それでは、坂井議員の質問にお答えをさせていただきま

す。まず、議員の皆様にはこれまで様々な工業団地に関する諸課題にご協力い

ただきまして、感謝と御礼を申し上げます。私が取り組んでまいりました企業

誘致をはじめとしまして、特にまぁハード部門につきまして道路整備や基盤整

備、多気中の新校舎はじめ、ハード事業につきましては、やってる感と言いま

すか、やってるなぁというまぁそういう感じで受け止められておったと思うん

ですけども、自分としましては、ソフト事業とハード事業をバランス良くとい

う想いで取り組んできました。項目につきましては、ソフト関係の事業のほう

が多いという想いであります。特に就任早々から、中学生の医療費の無料化や

新規就農支援や、それから高校生レストランに関する整備や福祉事務所の設置

や、また放課後児童クラブや子育て支援センター、また台湾・金華中学との交

流等々、ソフト関係の仕事が多かった感じがしております。一方では、ハード

事業としましては、圃場整備や道路整備、それから特に工業団地につきまして

は就任当時には山のままでありました。まず造成から、あ、土取りからはいり

まして、１～２年かかりました。そして整備が進んだわけでありますが、こう

した事業効果というのはすぐにはなかなか表れてこないという部分がありま

す。時間がかかります。こうしたことを基盤としまして、これから先ほど申し

上げていただきました人口減対策や移住定住や、そういうかたちに取り組んで

いきたいと思います。特に今年度は新規施策としまして移住定住、それから子

育て支援、それから特に合併をしてから勢和地域との合併の良さを活かしたい

という想いでずっと思っておったんですけども、今年度、設計に入らせていた

だきます勢和振興事務所の活用、こういうことをこれから進めていこうと思っ
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てます。それから、バイオマスの産業都市構想も認めていただきましたし、ス

ーパーシティ構想、まぁこれからの国の採択にもよりますけども、これらを含

めて取り組んでいきたい。ただ今、今年度新たなセクションとしてデジタル戦

略室の設置をいたしました。こういったかたちで業務改善にも取り組んでいき

たいと、こう思っておりますのでよろしくお願いをいたします。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。坂井議員。 

○３番（坂井 信久） ありがとうございます。先ほども申し上げましたように、

内向きに少し取り組んでこれからはいただけるんかなぁという思いもいたし

ております。本年度、予算の編成の中を少し垣間見ますと、例えば道路維持費

が 300 万増額をいたしております。それから、道路メンテナンス事業というの

が新たに 300 万予算立てをしていただきました。それから、河川維持費につき

ましても 300 万増額しておるということで、以前にも申し上げておりますよう

に、白線消えとかですね最近町道の荒れと言いますんか、そういうことが非常

に目立っておるということも気になっておりましたので、そういったことにも

少し触れて申し上げたことが今年の予算に少し反映されてきたんかなぁとい

うことで、これはもう本当に評価をしたいいうふうに思っておりますし、先ほ

ど町長申し上げられましたようにですね、子育て応援世帯事業、あるいはその

移住定住の関係ですね。ただその事業が適正に行われるように、悪い意味でで

すね行われないようにだけは、やはり気を付けて執行ぜひしていただきたい。

非常にいい制度だと私はまぁ考えておりますので、ぜひそういう点を気を付け

てですね、これからぜひ気を付けてそういうふうな方面にも力をいただきたい

というふうに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

  それでは、時間もございませんので、２番目の新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の使途について、これについてお聞きをしたいと思いま

す。新型コロナウイルス感染拡大がいまだ収束しておらず、一部都道府県には

緊急事態宣言が発出されている状況下、これ２月 15 日に書きましたので、少

し以前の話になりますけれども、三重県でも県単独の緊急警戒宣言が発出され
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ております。このような状況下において、本町でも４人の感染者が確認された

この先についても予測不可能な状況であります。一刻も早くワクチン接種が早

期に実施され感染症が収束することを願っております。 

  国におきましても少し後手を踏んでいる感は否めませんが、様々な対応が講

じられ、本町においても９月定例会では、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金が予算可決をされたところであります。水道基本料金免除など

数多くの政策が実施され、多くの町民の方には評価を得ているというふうに思

われます。 

  しかし、県内でも地域振興券を発行している市町もあり、そのような施策を

希望されておられる方もあります。 

  そこで９月補正予算に限って少し検証いたしますと、多くの予算は一般財源

化されており、果たして新型コロナウイルス感染症対策にかかる予算なのかと、

いうふうな疑問もございます。勿論、小さな自治体ですから今回の交付金が一

般財源同様、広範囲に充当できるありがたさはありますけれども、一義的には

新型コロナウイルス感染症対応に特化した施策のために予算を使うべきでは

ないかというふうな疑問もございます。今後３次補正の新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金も予測される中、これから考えておられる施策な

どについて、一端をまずお聞きをしたい、いうふうに思います。よろしくお願

いします。 

先般、ＮＨＫのテレビを見ておりましたら、新型コロナウイルスに対する世

界中の専門家によります本症に関する 20 万件の論文をＡＩによる解析を実施

したところ、相当数の専門家の意見では本症は今後収束することが難しいと、

いうような論文もあったというふうに紹介をしておりました。 

今までのパラダイム、規範を変える日常生活への転換が必要となり、アフタ

ーコロナを見据えた対策が必要と思いますけれども、地方自治体として町が考

えているような行政施策などお伺いをしたいというふうに思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 
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森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） それでは、ただいまの坂井議員のご質問にお答えさ

せていただきます。私からは主に財政面から答弁をさせていただきます。まず、

今年度の地方創生臨時交付金につきましては、総合計といたしましては３億

7042 万 1000 円となっております。また、国の３次補正において措置された新

たな交付金につきましては、約１億 2000 万円が予定をされております。これ

につきましては、令和３年度におきまして活用していくこととしております。 

今までの交付金の使途といたしましては、時短要請に応じました事業者さん

への協力金、マスクや消毒液などの予防物品の購入、議員も申されましたが水

道料金それから給食費の減免、主に子育て世帯を対象といたしました給付金、

ハード面におきましては空調設備の改修等の費用に充ててまいりました。 

一方、感染症拡大防止への取り組みは、令和３年度におきましても引き続き

進めることとしており、ワクチン接種も始まりますが、現時点で感染症の収束、

すなわち議員の申されるアフターコロナがいつ到来するかを見込むことは非

常に困難であり、現実的な考えといたしまして、感染症は無くならないとの前

提で様々な事業を進めていく必要があると考えております。 

具体的には、令和２年度中には事業の多くが中止・延期や規模縮小となりま

したが、今後、国全体で進めております行政のデジタル化も大いに活用いたし

まして、その在り方や実施方法を考えていく必要があると考えております。以

上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○３番（坂井 信久） これはまぁ前回の一般質問でもお聞きをいたしましたけ

れども、この庁舎を含めたですな、いわゆる文化会館、あるいはそのトレセン

ですか、そういったところ、いわゆる防災の時に使用するような施設ですな、

そういったところの、いわゆるこのコロナ対策というものはやられるんかです

ね、そこら辺についても少しお聞きをしたいと思います。 
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○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 以前にも一般質問で答弁させていただきましたが、

コロナが発生する前におきましては、例えば体育館でありますとかなりの人数

の方を収容としていた状況がございますけども、今回のこのコロナにおきまし

ては、やはり間隔をあけるというところもありまして、１施設あたりのいわゆ

る避難、例えば避難される方の収容人数がかなり制限をされることと考えてお

ります。つきましては、さらに場所的なもので必要な場合は、各自治会のです

ね、字の集会所等も場合によってはお借りすることとなることと考えておりま

すし、その避難所内におきましても今回の交付金を活用いたしまして、例えば

テントの購入であるとかですね、それから仕切り等ですね、それをこの交付金

を活用して購入させていただいて、そういった避難所を設置する場合にはそう

いったかたちでコロナ対策をしていく、あるいはもしその避難所で発生した場

合はですね、特別な部屋等も用意をいたしまして、例えば保健師が対応すると

かですね、そういったことにつきましても、今年一応マニュアル等作成して、

その状態に備えるというふうな体制を作ってきたところでございます。以上で

ございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○３番（坂井 信久） 前回お聞きをした件をまたさらに今回聞いたということ

もございますけれども、実は先ほども申し上げましたその９月議会で色々決ま

った金額ですな、その金額のなかには当然その避難所の三密対策ということで

約 1300 万ほどの予算も編成をされておりました。それから、庁舎のＬＡＮの

無線化もこれも 1200 万ほど、あるいは天啓の里の空調設備、いうふうなこと

が縷々記載がこざいますけれども。まぁもちろんこれは結構なんです。色々な

ことやっていただくというのは非常にまぁ結構なことなんですけども、他のふ

るさと村やとか勢和山荘のバンガローの改築なんかもですね、相当予算化され
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て、これは私は非常に結構だと思いますし、まずぜひやるべきだと思いますけ

れども、果たしてそのコロナかなという実は思いもあるわけでございます。と

言いますのは、その時にも申し上げましたように隣の松阪市におきましてはで

すね、例えば我々がこの議会活動さしていただくこの議場に 4300 万ほど、全

体で 6000 万ほど庁舎にかけるそうですけれども、全部私ら 12 分の１ですけれ

ども、町長は１分の１で非常に大事な方であります。そういったことで、松阪

市は議場も全部一人離れのですね、改造して相当そのこれから以後コロナって

いうのは無くならんのやというような対策を非常に講じて神経質にやってお

られるのに、うちは非常にそこら辺がですね、まぁ言葉がどうか分かりません

けれども、なおざりって言いますんか、議会はまぁ別にそんなもんえらいこと

ないんやと言うようなどうも感覚が見えてくる。どうもよそが考えとんのはも

っと色々こう対策を講じておられるということもありますのにですね、割合議

会でもこの発言者席のみだけしかないというようなことが続いておると。どう

もそこら辺の感覚が違うんかんぁと。これからはもうずぅっと今も総務課長も

ご自身も発言されたようにですな、続くとコロナは。いつ起こるか分からんと。

あるいは学者の中にはもうこんな収束せんとこの病気については。いわゆる普

通のインフルエンザや風邪のようにですね、一定数の患者が毎年発生をする。

こういう事態というのはもういつその拡大するかということは別にしまして

も、おそらく永久に続くんだろうというふうな意見が非常にたくさんあったと、

いうことがまぁ言われてますのでやっぱりこのお金が使える間に、僕はぜひそ

ういうこともやっていただきたいと。前回申し上げましたようにトイレの改修

とかですね、あるいは手洗い蛇口の問題とか、たくさんこの庁舎内にもあると

思うんですわ。あるいは文化会館やとかトレセンもそうです。全部そういうこ

とが整備されておりませんので、このお金を使うときに、よそは一生懸命この

お金でやろとしとんのにどうもうちはそこら辺の姿が見えないので、なんでこ

の機会にこのお金せっかく使えるのにですね、使わんのかということを私はも

う常々思うんですわ。他のとこへ使うべきやないですやんか本来やったら。た
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だ他の一般財源でこういうことはやって、そのお金でまさにそういうことをこ

れからやってですね、まさにその役所からそういうふうなコロナのクラスター

が出やんということをやってかんと、私はその町の姿勢そのものがですね、ど

うかなぁというふうに疑われるということやもんで、もっと真剣に僕はこの庁

舎内、私は議場も含めて特に僕らはまぁこの議場を使わしていただいとるとい

う立場でございますので、議場のことばかりまぁ指し、あれ言うとるなぁとい

うことになるか分かりませんけれども、庁舎や今申し上げたように人が寄る町

の施設についてはもうこれから絶対そういうことが無いんやと、起こらんよう

に対策をするというのが、このお金のそもそもの趣旨である。それを色々こと

にですね使う、それはありがたいことです。町としてありがたいことやけども、

やはり一義的にはやっぱりまずそれをして、それから他のもんにも充当してい

ただくと、このことが私は正しい使い方ではないかなぁと。こんなふうに思っ

てますのでぜひそこら辺のお考えをですね、もう一度この３年度の予算は私詳

しく見てませんけれども、このぜひこういったお金を国からいただけることを

利用して、隣の松阪市さんからものすごいやるわけですやんか。6000 万から本

庁舎だけでもかけるて言うてますんや。議場だけでも 4000 万ですわ、全部一

人一人分かれてやってますんや、完全にこうやって。そこら辺がうちと松阪市

なんでその感覚が違うんかなぁと、私はそういうふうに思います。実は松阪市

の議員に言われたんです、組合議会の時に。あんたんとこは全然やなぁと。こ

んな考え方かなというふうにおっしゃったもんで、なんやなと言うたら僕とこ

はこうこうやということを言われたんで、特にそういうこと申し上げるわけで

すけれども、特に私は議会の立場としてそういうこと申し上げますけれども、

やはり人が寄る役場の施設については、このお金を最大限利用してやっていた

だく、このことが私ぜひ必要やと、こんなふうに思います。お金がある間にで

すな、予算化をしてやっていただきたい。そこら辺について少しお考えを聞か

せていただきたい。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 
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森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 最初の答弁の時にも説明させていただきましたけど

も、今回国の３次補正におけます約１億 2000 万円につきましては、現在のと

ころ、まだ予算化はしておりません。従いまして、本町としてはまだこの財源

につきまして、これから活用していくこととなります。先ほど議員が申されま

したその施設面、それからこの議場も含めてですね、これから議論をして、こ

れはまぁただ令和３年度中での執行が必要となりますので、早い目に色んなま

た予算化をしていくぶんがあり、一方といたしまして、やはりその例えば町民

さんにですね、直接関わるような事業につきましてもしっかり考えていかない

といけませんので、そこら辺をバランスよく、また今後考えていきたいという

ふうに思っております。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

坂井議員。 

○３番（坂井 信久） まず住民の方のですね政策をまず打っていただく、この

ことが大事ですけれども、やはり他方ではそういったこともお考えいただいて

ですね、バランスよく考えていただいて、せっかくこういうふうな交付金があ

るこの時にですね、そういったこともぜひ実施をしていただきたい、こんなふ

うに思います。前回も引き続いて今回もこういうふうなことを申し上げました。

くどいようですけれども、せっかくこういうふうな財源がある時にですね、や

る。この機会を逃すと、なかなか町単独で色んなことをやるというのは大変で

ございますから、私の少しそういうことを申し上げたわけでございます。これ

で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（前川 勝） 以上で、坂井議員の一般質問を終わります。 

 

（４番 木戸口議員 議員） 

  ２番目の質問者、木戸口議員の質問に入ります。 

  ４番、木戸口議員。 
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○４番（木戸口 勉幸） ４番、木戸口です。それでは、私は３点の質問を通告

をいたしております。それでは、３点につきまして、質問を只今からさせてい

ただきます。いずれも一問一答方式でございますので、よろしくお願いをいた

します。 

  １点目は、県道バイパス松阪度会線整備状況の、いわゆる進捗状況について

であります。２点目は、ヴィソン産直市場での特産品の振興について。３点目

でありますが、新型コロナウイルス予防について、新型コロナウイルス予防ワ

クチンの接種についてでございます。以上３点でございます。 

  それでは、１点目にはいります。県道バイパス松阪度会線、野中・土羽間で

ありますが、この整備は成川・野中間が平成 16 年に伊勢、多気線とつながり

ましてから 17 年を経過をいたしました。相鹿瀬・土羽間はひとつの路線であ

ります。令和３年になりバイパス整備計画はどこまで進んだのか。前回令和元

年６月の一般質問の答弁では、地元自治会にルート説明をして地元からの同意

書をあげていくということでございました。昨年の 11 月には県道バイパス路

線要望書をですね、相鹿瀬から土羽間の地元自治会要望として県に提出をされ

ておるところでございます。松阪度会線の施行順位はですね、勢和・兄国松阪

線の次であるということを重々承知をいたしておりますが、現道いわゆる松阪

度会線の現道でございますが、は狭く多くの人家や学校がありまして、県道整

備は地域の最重要課題となっております。県道整備の計画のその後の経過とで

すね進捗状況をお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  久保建設課長。 

○建設課長（久保 義隆） それでは、木戸口議員の質問にお答えいたします。

昨年 11 月に地元の要望書をあげるために、区長さんへの説明を行いました。

コロナ関係もありまして、自治会全員呼んで本当は説明をしたかったんですけ

ども、各区長さんに説明しまして、同意書をとっていただいております。それ

で、回答が１月 12 日に松阪建設事務所より、相鹿瀬から土羽までの自治会同
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意書の回答を頂き、関係の区長様には送付済みです。その回答書にも記載され

ておりますが、県としても狭隘な道路であり、沿線には多くの人家や学校など

があり、整備が長年の課題であることは承知しております。令和３年には用地

買収及び建物補償を行う予定である勢和兄国松阪線・鍬形地区拡幅工事や令和

２年から３年にかけての工事で完了する国道 368 号線色太地内の道路拡幅工事、

及び令和３年から５年施工予定の勢和振興事務所の庁舎建て替えに併せた道

路整備が、松阪度会線のバイパス事業と同じ改良事業の補助金で動かしており

ますので、予算的に厳しく、これらの事業の進捗状況を勘案し事業化について

町と協議のうえ、検討します。と県は回答しております。 

今後については、まずは現地調査から取り掛かれれば、引き続き予算が付い

てくるのではと、早期に着手出来るように担当課としても、引き続き強く要望

してまいります。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） 答弁をいただいておりますが、前回の答弁とよく似た

点もございまして、相当進んだというふうにはまぁ感じてないわけではありま

すが、なかなか県はですね、はっきりしたことをいつからやるちゅうことはな

かなか言えないというふうに私も思っておりますが、ぜひですね、担当課長と

して、このいわゆる先ほど話のございました 368 号線、さらには勢和兄国松阪

線、との関係もございましょうが、ここまできますとですね、もう先ほど申し

上げたように 17 年という長い年月が経過をいたしておりますので、くどいよ

うですが令和にもうなっておりますので、いわゆる答えとして欲しいのはです

ね、令和の何年頃には入れるだろうといったことをぜひお答えいただきたい。

そうしないと、これはもうそういう答弁のいたし返しで何年か経って言うても

また同じ答えが返ってくるということがずぅっと経過をしとるわけです。私も

もう４回目ですんで、それでもまぁ相変わらず同じことを言うて、もう一生懸

命で地元の要望にお応えをしとるわけでございますんで、ぜひ課長の答えでよ
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ろしいんですが、ぜひその辺の県の感触も含めてですね、もう一歩進んだお答

えをいただきたいと思います。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  久保建設課長。 

○建設課長（久保 義隆） ありがとうございます。私の答えでよろしいんでし

ょうか。私としましては、担当課として５・６年先には調査設計が取り掛かれ

るように頑張って県のほうへ取次ぎを、要望をしてきたいと考えております。

以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） ５・６年になりますと、いま令和３年でございますん

で、これはまぁテレビ中継、録画放送されますが、令和８年ということになっ

てくるわけですが、足し算を単純にしますとですね。それよりもぐっと縮まっ

て早くなることを期待してですね、課長も変わってもう３年目だというふうに

私も認識をいたしておりますが、そんなことからぜひお力をいただいてですね、

早期に着手ができるような手立てをお考えをいただいて、よろしくお願いをし

たいと、いうふうなことでお願いします。 

それから、さらにですね、具体的に少しお伺いしますが、着手をするという

ことになりますと、色んな調査をせんならんということになります。これは、

予定路線まぁずっとこう私の頭の中で描いとるわけですが、予定ルートの中に

ですね、いきなり早々いわゆる施設が目の前にあります。この施設のこと、そ

れから昨今はですね、どこにでもあります太陽光が無数に建っております。こ

ういった一つの予定ルートのなかに補償とか色んなことが出てまいりますわ

けでありますが、これをですね、いわゆるその早期に調査をして、ほいで予備

段階としてそういうことの作業をしていくちゅうことは非常に大事でありま

すんで、いざ着工になってそれをそこからやっておりますとまた遅れますんで、

そういったことを早期にできる限り早い目にやっていただきたいと思います
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が、その辺のお答えをいただきたい。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  久保建設課長。 

○建設課長（久保 義隆） 先ほどの木戸口議員の質問にお答えいたします。先

ほど言われましたとおり、太陽光施設が伊勢多気と松阪度会、相鹿瀬から来る

とこのちょうどＴ字路になるんですけど、その真正面、相鹿瀬から見て多気側

を見ると真正面に太陽光ができております。それと、今実際町がですね、ルー

トとして案として描いております地形図に基づいてくと、めじろ苑があるんで

すけども笠木の、そこの隣にも大きな太陽光が以前からできております。その

部分自体がその路線のちょうど真上にあたってきます。でまぁその地形図につ

きましても、県と協議をしておりまして、で県のほうも今まで県道の工事をす

るうえでですね、太陽光施設の補償金は今まで無いという話もこないだもして

おりまして、でその補償するための今後どういうかたちでしてかなあかんのか

とか、そういう点をですね、一回県のほうでまとめて今後その次回で松阪度会

線がもし用地買収が進むときに簡素化できてスムーズに用地買収ができるよ

うなかたちの検討をしていこうと話しております。ですので、その辺も重々考

えて進めておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） ありがとうございます。それでは最後にですね、町長

にお伺いをいたします。町長、お願いいたします。いつも町長には最後お伺い

しておりますので。これは大きな政策課題でありますんで。お忘れのないこと

は重々承知をいたしておりますが。令和２年、いわゆる昨年のですね９月、知

事との一対一の対談がありました。そこは私も参加をしてお聞きをしたんです

が、そこで第１項目として松阪度会線あげられました。それである程度時間を

かけて、知事にお願いをしていただいたことは今でも鮮明に記憶をいたしてお

ります。そんな中でですね、その事業に私は町長自身がその事業に強い熱意と
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なっとかせなあかんのやという気持ちはよく認識をいたしたちゅうんか承知

をしたわけであります。そこでですね、私もこれ議員の席をいただいてから７

年近くなるわけですが、先ほど言うたようにくどいようですが、７年間もう絶

えず言うております。その結果こういうことで取り上げてもうて言うてもろた

ということは非常にまぁその時点で嬉しく思ったわけですが、最後にですね、

今一度、松阪度会線のバイパス整備についての町長の強い決意っていうんです

か、熱意をですねお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  久保町長。 

○町長（久保 行男） 私のほうからも、私も就任早々に直接の地権者のお家へ

お伺いしました。その時はもうけんもほろろに帰されたんですけども、２期目

の早々にもお伺いをさせていただいて、とにかく一番入口の方が入口に用地を

持っておられましたので、その方の了解を２期目の早々に得まして、さっそく

地元の自治会長を担当課長に集めてもらってくれということをお願いをして、

でルートを決めていただきました。そんなことがありますので、私としても非

常に責任を感じておりますので、知事との対談のときにも申し上げました。で、

ちょっとこの現場を見に行きまして、相鹿瀬から来て笠木のほうへ行く土地の

ところに太陽光が田んぼの中にできておりました。ちょっと地元の職員とも現

場を見た感じでは、ちょっとヤバいところに太陽光ができとるなぁというとこ

ろもありましたけれども、まぁこれからルート計画を進めていくにはちょっと

担当課長５・６年と言いましたけども、望みがあるなぁ思いますのは、県のほ

うで多くの県の起債、借金部分がえーとあと１年かな、ぐらいでほぼ目途がつ

くということを聞いておりますので、もしかしたら多くの予算をさいていただ

ける部分もあるのかなぁ思いまして今後も県のほうへも取り組みを進めてい

きたいと。先般も担当課長には、松阪度会のほうもう一度話をしに行かなあか

ん、もちろん勢和兄国松阪も今動いておりますので、そこら辺の部分も含めて

県のほうへお願いをします。県のほうとも非常にまぁ今色んな良好な協議をし
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ていただいております。て言いますのは先ほどちょっと触れましたけども、勢

和振興事務所の前の 368 も今回急にその部分だけ、部分的ですのでお願いをし

ました。今年予算をつけていただいて、計画も進めていただいておりますので、

バランスよく町内の県道整備を進めていきたいとこう思ってますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） 町長の決意をて言うんですか、熱意をお伺いをいたし

たわけでございます。ぜひよろしくお願いいたしたいと思います。それでは、

１点目終わりまして、次はいります。 

  ２点目は、ヴィソンの産直市場での特産品の振興についてであります。 

いよいよ来月、４月でありますが、食と健康をテーマにした大型複合リゾー

ト施設ヴィソン“アクアイグニス多気”がオープンとなります。大型施設であ

りますのでいくつかに分けてオープンがされるということであります。最初に

開店するのが産直市場です。売り場面積は日本一というふうに聞いております。

一日平均の来客数は 1 万人が想定をされております。そこで提案でありますが、

産直売り場で軽トラマルシェ、これは軽トラマルシェちゅうのはどこでももう

最近やったとこは全てやってすごい効果が出ておるということを、私も色々調

査して承知をいたしております。この軽トラマルシェを活用したですね、多気

町での特産品の消費宣伝、消費拡大をしては、考えるところでございます。次

郎柿、伊勢いも、松阪牛の全国への特産品情報発信ができるわけであります。

オープンして最初の１年が勝負だというふうに私は思っております。マルシェ

スペースもまだまだ十分余裕があるというふうに直接聞いておりますし、ヴィ

ソン産直市場での軽トラマルシェにつきまして、どのようにお考えなのかお伺

いをいたしたいと思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  逵農林商工課長。 
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○農林商工課長（逵 武彦） それでは、ただいまの木戸口議員のご質問にお答

えをさせていただきます。ヴィソンからの情報によりますと、現在ですね、軽

トラマルシェの登録数が約 100 件でございまして、うち多気町内の方がですね

１/３ということをお聞きしております。議員のご指摘のとおりですね、まだ

余裕がある状況だと思われますので、特にですね来場予定者数から確かにまぁ

特産のＰＲをする機会の場だというふうには考えております。今後、活用の状

況を見ながらですね、時期、方法等についてヴィソン側と協議を進めたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） ただいま農林商工課長から答弁をいただいたわけであ

りますが、私はやるのかやらないかとか、いういわゆる端的にお伺いしたいわ

けでありますが。なぜそういうことが申し上げるかと言いますとですね、まぁ

先ほども前段で言いましたように、非常に効果があるということで。でまぁ当

初私もですね、自分自身で考えとったのはいったん登録をするとおそらくもう

年間を通じてほとんど毎日出店せんならんというふうに思っとったんですが、

そうなりますと、なかなかそのあそこへ持ってく人、色々こう自分で全て考え

てみたんですがなかなか上手くいかんだろうなというふうに思って。それでま

ぁある程度はまぁ半分はちょっとこうどうかなぁという思いもあったんです

が、でまぁ実際そのヴィソンのですね、担当の方のお話を聞きますと、その年

間ずぅっとやってもらってもいいし、色んな形で、それと年間ずぅっとやるん

かなと思っとるなかで聞いたら、一番大事なんは、極端に言うたら１回でもい

いんやということでありますし。そうなりますと、これもう多気町内でできる

こと、それから特産品の消費拡大、宣伝をするということになりますと、もう

あそこへ来客としてみえる方というのはすごい人数でありますんで、その人に

もうそういうＰＲをするというのは絶好の機会というふうに私はとらえまし

て、例え一時でもそういうことで籍を置きながらあそこへ入るその申し込みし
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てですね、実際その行動に移すことが物凄く効果ありますので、例え一時でも

ええと、いうことを私は感じて、それでまぁぜひその多気町としてもですね、

取り上げていただきたい、いうふうに思っておりますので、再度その辺を、ま

ぁ申し込みこれ実際私ももうトラックマルシェの出展の申込書まで持っとる

んですわ。もうやるちゅうことですもんで。ほいで、これをまぁ多分持ってみ

えると思うんで、申し込んでですね、ほいでいわゆる席を取ってもらって、そ

こからその考えてもらうということも大事ですんで。何もこう手も足も出さん

では進むことは進みませんので、それをぜひ課長のほうでお答えをいただきた

いと思います。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） ただいまのご質問でございますが、確かにですね、

登録をするということは大事なことだというふうに考えております。あの、現

在ですねその１／３と言いました町内の方ですが、だいたい加工品が６割ぐら

いで生製品が４割ぐらいと聞いております。なかなか生産者の方ですね、直接

軽トラに作物を積んで売りに行くというのは非常にこれはなかなかやりづら

い部分があると思います。生産者の方は収穫をされてですね、良いものを作っ

て収穫をして、それで特定の場所に出すということに集中してもらうことが大

事なことやというふうには考えております。そういうことも考えますとですね、

町や生産者団体がですね、表に立ってそれとかそういう品物を扱う業者さんが

ですね、まぁ表に立ってそういうことをやられるというようなことが大事なこ

とかなというふうには考えておりますので、今後ちょっとどのような形でする

かはまた検討が必要ですが、年に何回かですね、例えば新規就農の方ばかり集

めて、現在はその名古屋のほうで出店等やっておりますので、そういうことを

あそこでやるというようなことも考えていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 
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  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） 非常に前向きな答弁をいただきました。ありがとうご

ざいます。私はまぁ考えておりますのはですね、先ほど言うたように最小限１

年１回でもいいと思います、その効果があれば。と効果があってやっと今度は

もっと行かなあかんということに必ずなりますんで、今少しちょっとお話いた

だいたいわゆる県外に 10 回近く行かれとると。そのうちの１回をこちらへ回

すということも大事でありますんで。あれは通行の通ってく人を拾いますんで、

今度は来とる人に対してＰＲをする。こんな効果のある絶好の機会はないわけ

でありますんで。そこでまぁ力を入れて言うとるわけであります。まぁ色々こ

う考えますとですね、私もやるほうとして考えてみたんですわ。そこでは考え

てみますと、やはりその色んな写真集も見ました。そすとこうやっぱりプロデ

ュースが大事なんですわ、惹きつける。ただ単におっちゃんが行って突っ立っ

とるだけではこれはもうあきませんので、言い方悪いんやけども、やっぱりそ

のプロデュースといわゆるプロの呼び子、呼び子が大事ですんで、呼び子には

やっぱり専門の人をちょっとこうやっぱり呼ぼって。ほいでやっぱり事前にち

ょっとこうそういうことをやってですね、ほいでそれに臨んでやると。そすと

もう必ず効果出ます。そうなりますと、毎日行かなあかんなぁという気持ちに

変わってくると思いますんで、その辺をですね、まだ十分日ありますんで、考

えてもらってまずやってもらいたいと思います。で、始めがあかんとだらだら

っともうあかんようになってきますんで、始めからそれへもうどっと力を入れ

てやってもらうということが大事でありますんで、私は敢えてそういう言い方

をして申し訳ないんですが、そういうかたちで十分検討して。例えばまぁすぐ

産直で出てきますんは柿と伊勢芋なんですわ。ほやで次郎柿と伊勢芋をどうい

うふうにＰＲするかというのはまだ日十分ありますんで、近いうちに考えても

らって実行してもらうような形をぜひとってもらいたいというふうに思いま

す。先ほどそういうことでお答えいただきましたので、まずは登録をするとい

うことが先決でありますんで、登録をしていただくということで、この登録し
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ていただいて色々開発研究していただくということで、この先ほどお聞きした

ことについては終わりたいと思います。 

  それからですね、次に箇条書きにちょっと通告をいたしております「あんぽ

柿」でありますが、柿は生食用が大部分でありますが、なぜ「あんぽ柿」を干

し柿言うかといいますと、柿を作るうえでは色んな柿が出てって生食に向かな

い柿がかなりあるわけでありますんで、これといわゆる従来からの干し柿もミ

ックスしながらですね、あそこで、そのマルシェの中で展示や即売をしながら

ＰＲをしてもらうということも大事やと。これは、必ずふるさと納税なんかに

も反映してきますので、まぁそういう考えで私もおります。だんだんこれ自分

ばっか喋っとると時間が少なくなるわけでありますが、「あんぽ柿」はですね、

やっぱりその色々こう健康食品の中でも言われとります人工甘味料とか全く

入っておりませんし、タンパク質・カルシウム・ビタミンそれから食物繊維が

多く含まれとるちゅうことで、ものすごうこう消費がされるということであり

ます。まぁそんな中でですね、「あんぽ柿」を作ってしていくというその方向

性を私は考えとるなかで、それはどうかなぁということのお伺いを合わせてで

すね、生食とセットしていわゆるヴィソンでの話ですが、それを担当課長のほ

うでお答えいただきたいと思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） それでは、只今のご質問の件でございますが、干

し柿と「あんぽ柿」につきましてはですね、昨年の頭ぐらいですね、始めぐら

いに試作品を作っております。これは次郎柿の「あんぽ柿」とそれから干し柿

でございますが、生産者皆さんでですね食べていただいたと思います。これに

ついて、今年もですね、ちょっと試作のほうをさせていただいておりまして、

今後ですね、その多気町の果樹産地計画を立てる必要がございまして、そちら

のなかで次郎柿の生産全般についてですね、生産者の方と協議を進めてまいり

ます。今後予定しておりますのは、各地区ですね、生産者の多い地区に入りま
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してですね、皆さんと意見交換をして、今後の次郎柿の生産についてどのよう

に考えていくかというようなことを検討してまいります。その中で、加工品の

開発ということも検討して、ぜひですね、ヴィソンで地元の特産品であります

次郎柿をですね、生食それから加工品、両方でですねお土産が出せるような方

向へ持っていきたいとは考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） それで具体的にですね、「あんぽ柿」色々とこう申し

上げるわけですが、一番肝心なのは出来たもんはまぁなんとかこう売るっちゅ

うことはできるんですが、生食はもう採ったものすぐ出せるんですが、「あん

ぽ柿」やとこう誰かが作って綺麗なもん作り上げやなあかんということがあり

ます。そんな中で全国的にも「あんぽ柿」というのは、いわゆる産地、岐阜と

か長野とかそういったところで、多くの「あんぽ柿」が作られ、さらには柿の

産地であります奈良、和歌山でも多く作られて、かなり販売量も伸びておりま

す。そんなことがありますので、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思

うわけでありますが、いざ作るとなりますと誰がするんやということでありま

す。組織的にやんのか、それとも農家個々に委託すんのか、頼むのかというこ

とでありますが、まぁある部分始めは試作品でありますんで、誰かに頼んだら

ええわけですが、それで本格的にやろうとすると、なかなかその個々にやっと

っては追い付かんなぁというふうなとこがありますんで、やはりその個々でや

りたい人は個々でやってもらってもええし、それからそれとやっぱり一番の母

体というんですか、大きく作ろうとなるとやっぱり組織の中でやってくことが

一番量的にも質的にもまとまったもんが出来るのではというふうに私は思っ

とるわけですが、まぁそこで組織でやる場合については、どういうお考えなの

かを参考までに私はこう考えとんのやということを少し教えていただきたい

というふうに。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 
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  逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） 柿の加工品のことにつきましてはですね、どうし

てもその生産者の方がですね、前向きに考えていただくそういうことで加工品

を作ることによってですね、所得を向上するように皆さんが考えていただく。

長い間そういう次郎柿を生産をしていただくという取り組みをですね、ずっと

続けていただくための仕組みでないとダメだというふうに考えております。議

員ご存知のとおりですね、多気センターにはちゃんと次郎柿集まってくる仕組

みがございます。皆さんが前向きに考えていただくということになりましたら

ですね、そこの集まってくる仕組みの中でですね、加工場を造ってできたらと

いうふうには考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） 質問することにつきましてのお答えは全ていただいた

ということでございますので、まぁありがとうございます。ま、ぜひですね、

この時期に向かってそういうことの色んな課題もございましょうが、取り組ん

でいただくということでこの２番目の質問は終わりたいというふうに思いま

す。 

  それでは、３点目のですね、時間の関係もございますので３点目に入ります。

新型コロナウイルス予防ワクチンの接種につきまして、質問させていただきま

す。新型コロナウイルス予防ワクチン接種がですね、全国一斉に始まります。

詳細は日を追うごとにより確かなものになって来るというふうに思っており

ますが、接種は順序よく、効率よく進めなければなりません。多気町の接種は、

いつから、どこで、どのようなかたちで始めるのか、まぁこれがなかなか分か

らんわけでありますので、この辺、さらには接種スケジュールなどこれも含め

てですが、現時点で分かっていることについてお伺いをいたします。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  伊藤副町長。 
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○副町長（伊藤 智巳） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。新型

コロナウイルス感染症によるワクチン接種につきましては、同じ医師会管内で

ある松阪市、明和町、大台町、多気町の１市３町の共同にて接種をするように、

令和３年１月７日より職員１名を派遣出張させていただいて、体制を構築いた

しております。ワクチン接種はいつからという質問でございますが、２月 25

日のテレビで河野大臣が「各市町の 65 歳以上の高齢者のワクチン配付予定は

４月 26 日から」と放映されておりましたが、ワクチンの供給が４月は限定的

な数であり、どのように接種を進めていくか調整中でございます。町といたし

ましては、接種時期等が分かり次第、広報・ホームページを中心に回覧やＬＩ

ＮＥ等で周知を行っていきたいと考えております。次に、どこでどのような形

で接種をされるのかという質問でございますが、基本的には集団接種を考えて

おります。会場は松阪市クラギ文化ホールを拠点といたしております。なお、

５月と６月はクラギ文化ホールのみが集団接種会場となっておりますので、松

阪市民、多気町民、明和町民、大台町民全員が同じ会場でのワクチン接種とな

ります。クラギ文化ホールでのワクチン接種は、月曜、水曜、木曜、金曜、日

曜日の祝日を除く週５日実施をいたします。そこで、混雑やワクチン接種期間

が長くなることも考えられるため、多気町、明和町、大台町等の巡回接種につ

いても現在調整中でございます。当町といたしましては、巡回接種会場として

町民文化会館のホールを、６月、７月、８月、９月に数日ずつ施設予約をさせ

ていただいて、巡回接種を実施していただくよう要望いたしております。接種

の曜日としましては、月曜日と水曜日、そして金曜日は午後１時 30 分から 17

時までの接種予定をいたしております。また木曜日につきましては、午後２時

から５時 30 分までと夜５時 30 分からと 21 時までの接種を行う予定でござい

ます。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  木戸口議員。 

○４番（木戸口 勉幸） 通告をいたしております、いわゆる高齢者の移動手段、
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さらには中には認知症とか介護度の高い人、等々の対策、サポート、一人暮ら

しで会場へ来れない人、等々の考え方をまずお聞きしたいと思います。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

しばらくお待ちください。 

  失礼しました。申し合わせによりまして、新しい答弁に入れないということ

になっておりますので、これで木戸口議員の一般質問を終わりたいと思います。 

○議長（前川 勝） これでお二方の一般質問終わりましたので、休憩をとりた

いと思います。10 時 35 分でお願いいたします。 

 

（５番 松木 豊年 議員） 

○議長（前川 勝） 再開いたします。 

３番目の質問者、松木議員の質問に入ります。 

５番、松木議員。 

○５番（松木 豊年） 松木豊年です。一問一答方式で、３つの内容について質

問させていただきます。第１は新型コロナウイルス対策について、２番目は国

民健康保険料について、３番目は火葬場の問題について、質問させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

  国の緊急事態宣言、三重県の緊急警戒宣言は、それぞれ期間延長されました

けれども、今日の時点では、東京、千葉、神奈川、埼玉の４都県での緊急事態

宣言が、３月 21 日まで延長されるということになりました。一方、三重県の

緊急警戒宣言は３月７日で解除されたことになっております。こうした状況の

もとで、首相や県知事もそれぞれリバウンドを警戒し、気を緩めずに引き続き

感染対策の徹底を呼び掛けておられるわけであります。これまでの様々な施策、

１年余にわたって行われてきましたけれども、国のやり方についての後手を踏

んでいる、こういう問題の批判もたくさん挙げられております。今日の私の質

問は、こうした状況に立って、今後の感染拡大を抑止し、収束させていくため

に何が必要であるか、科学的な知見をもとに何が必要であるかについて、考え
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てみたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  まず、新型コロナウイルスのウイルスそのものについて、しっかり科学的に

見ることが第一に必要だと思います。そもそも、中国の山岳地帯でコウモリと

一緒に住んで平和な暮らしをしていたウイルスだと言われております。そのウ

イルスが色んな経過のなかで人に移り、あっという間に世界的に拡がりを見せ、

まさにパンデミックを引き起こすところまで至ったわけですから、このウイル

スがどういうものかについて、しっかり私たちは考える、その上に立って対策

を講ずることが改めて必要なんだと思います。 

  では、この新型コロナウイルス最大の特徴とはどういうものでしょうか。一

冊の本を紹介させていただきたいと思います。「新型コロナの科学 パンデミ

ック、そして共生の未来へ」という中公新書の新書本です。山中伸弥さん、ノ

ーベル賞を受賞された山中さんですけれども、帯の宣伝の文句に、推薦の言葉

を短く述べられております。「新型コロナ解析の集大成。感染症やウイルスの

基礎知識に加え、各国の対策、研究開発の状況、そして今後への提言と、膨大

な情報が分かりやすくまとめられている」というふうに絶賛されております。

私もこの本を買って、勉強をし始めたところなんですけれども、非常に素人で

も少し考えれば理解できるような中身になってるなということで、私自身も勉

強のまだ真っ最中であります。そうしたところで、共産党の赤旗新聞にこの著

者の黒木先生へのインタビューが掲載されました。３月１日の新聞ですけれど

も。これに、非常にインタビューで新型コロナについてのやり取りが分かりや

すくまとめられていますので、この紹介もしながら一緒に考えたいと思います。

黒木先生は・・・ 

○議長（前川 勝） 松木議員。すいません、通告書に沿って進めていただけれ

ばというふうに感じますが。 

○５番（松木 豊年） 通告書と言いますと 

○議長（前川 勝） 松木議員の通告書です。お願いいたします。 

○５番（松木 豊年） 今、通告書の新型コロナ対策の（１）のところの質問に
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移るところです。このタイトルでは、介護事業所等でのＰＣＲ検査の実施につ

いて、ということをお伺いするわけですけども、それにあたって、新型コロナ

がどういうその性格を持っているのかについて、確認をしておきたい、いうこ

とであります。 

  元に戻ります。この黒木さんの経歴は、元日本癌学会会長でもあったり、岐

阜大学の学長をされた方であります。この新型コロナウイルスの特徴を次のよ

うに述べておられます。サーズ（ＳＡＲＳ）マーズ（ＭＥＲＳ）ほど悪性では

ないけれども、非常にずる賢いウイルスだ。その特徴の一つは発症する前に、

あるいは無症状で感染する、そして知らないうちに拡がってしまう。こういう

ことを言っておられます。キーワードは「無症状で感染する」。このことが非

常にずる賢いというふうな表現をされております。さらに、このインタビュー

に答えて、インフルエンザと違ってインフルエンザはだいたい症状が出てから

感染するけれども、新型コロナは発症前から感染してしまうんだと。これがす

ごく厄介でもあり、高齢者に感染した場合には肺炎を引き起こしたりして死に

至るような、そういう高齢者にとっても非常に最大の病気だというふうに言わ

れています。従って、この無症状の状態で感染をいち早く見つけるためには、

何が必要かということになりますけれども、これはもう検査をする以外に方法

はありません。従って、介護事業所等でのＰＣＲ検査の実施、特にこうした人

がたくさん集まるところについてはですね、このＰＣＲ検査を徹底して行って

いく、そして無症状の感染者をいち早く見つけて保護、隔離して、必要な方に

は治療する。これを徹底してやることが、感染の拡大を抑えることなんだとい

うことを強調しておられます。さらに、クラスターが医療機関とか介護施設、

あるいは学校などで多発しておりますので、こうしたクラスターが多発する場

所を狙ってですね、効果的に検査を実施していく。このことがクラスターの発

生を未然に防ぐ有効な対策だと言われています。以上のようなＰＣＲ検査を徹

底して行うことについて、どのようにお考えになっているか、基本的な考え方

についてまずお伺いをしたいと思います。 
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  以上が、新型コロナについての（１）に関わる質問の第１点です。さらに。

ＰＣＲ検査、もちろん経済的な負担もかかります。世田谷区では、かなり広範

囲に実施をして色々工夫もされております。ここでは、プール方式と呼ばれる

方式をとって検査費用を抑える工夫もしておりますけれども、私は町内で対策

を考えたときに介護事業所などで、こうしたＰＣＲ検査などをプール方式も含

めて積極的に導入してですね、無症状の感染者をいち早く見つけて、隔離、保

護してその治療に向けていく。発症者が無ければ、これはもうこれ幸いですの

で。こうした積極的な検査を実施する、そういう施策を早急に進めていくこと

が町民の皆さんの安心にも繋がるというふうに思います。見解を伺います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） それでは、先ほどのご質問についてお答えさせ

ていただきます。 

昨年９月議会でも回答させていただいたところでございますが、ＰＣＲ検査

につきましては、国の示す「検査対象者」の目安に基づき、医師が症状や所見

から総合的に判断し、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に、適切に検

査を受けるべきと考えております。 

また、東京都世田谷区で行われているプール方式の検査でございますが、こ

れは複数人から採取した唾液の検体を１本の試験管に入れて検査することで、

検査が迅速にできコストも減らせるというメリットがあるということは理解

しております。ただし、世田谷区につきましては人口が 92 万人、２月 24 日現

在の新型コロナウイルス感染症の陽性者数が 8,519 人を抱える世田谷区の状況

と、当町多気町とでは状況も大きく違っております。 

これら、介護施設等につきましては、町が独自に施設関係者や入所者の検査

を実施していくということは現在ありませんが、今後は、国の動向それから近

隣市町の状況も注視しつつ、今現在では、施設へのマスク又は手袋等の配布で

感染予防の周知に努めているというところでございます。以上でございます。 
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○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  松木議員。 

○５番（松木 豊年） ＰＣＲ検査についての医師の指示に基づく検査について

ご紹介がありましたけれども、私が申し上げているのは行政検査なんです。行

政の判断でやる検査のことなんですね。無症状者ですので、医師の判断は付け

られないわけですよ、医者は、無症状ですから。ですのでちょっと論点が違う

んですね。だからこのことの科学的な優位性についての見解があるかないかに

ついて、まずご判断を見解として伺いたいということなんです。無症状者をつ

かまえるためのＰＣＲ検査の有効性、その点についてどうお考えなのかという

ことをお伺いしたいんです。第１点目は。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 先ほどのご質問ですけれども、無症状者に対し

ての検査をすることについては、これはほんと有意義であると思います。ただ

し、これについては不特定多数の方をどのように検査していくか、非常にたく

さんの検体をつかむ必要が出てきます。また、その検査につきましては、ただ

単に唾液を採取するというだけではなく、色んな準備も必要になります。そこ

ら辺をですね、高齢者または検査する人に指導して的確に唾液にウイルスが含

まれている状態で採取するという必要がありますので、非常に難しい点がござ

います。ここら辺の問題もありますので、そういった体制、これも今後の課題

になると考えているところでございます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  松木議員。 

○５番（松木 豊年） 先ほどの答弁で、国の動向も見ながらとおっしゃってお

りましたけれども、３月 27 日まで再延長するという菅首相の会見を踏まえて、

会見の中でも言われてましたけれども、介護施設での検査を実施するというふ

うに言われております。件数が３万件ということですので、どこを想定してい
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るのかちょっと分かりませんけれども、こうした介護施設などで積極的に検査

をやっていくことについては、尾身会長もＮＨＫ討論なんかで、これ積極的に

やるべきだという方向に動いてますので、答弁書を作っていただいた時点より

もさらにやらなきゃいけないという方向になっています。費用の持ち方も国が

そういうことを言ってるわけですから、国がもっと持つ方向に流れてくると思

いますが、それらも見据えて積極的にやるような、やるには何が必要かという

ことをぜひ、検討が必要だという状況にあると思いますので、今後の検討をお

願いしたいと思います。答弁は結構でございます。 

  次の質問に移ってもよろしいでしょうか。 

  ワクチンの接種の問題で、先ほどの木戸口議員の答弁ではちょっと中途半端

で終わったこともありますが、私は絞って質問をさせていただきます。 

  一つはですね、今申し上げた介護施設などに入所しておられる高齢者の皆さ

ん、この高齢者の接種っていうのは優先してやるということが方針になってい

ますので、入所されている方々は、できるだけ移動しないで施設の中で行える

ようになったほうが効果的だというふうに思います。施設によって、お医者さ

んが常駐されているところ、委託の医師で嘱託医の先生で医療的な管理をして

いただいているところ、施設の種類によって違うと思いますが、それぞれお医

者さんの協力を得ればですね、移動しなくても施設の中で実施が可能だと思い

ますので、ぜひそういう方向での具体的な検討をすべきだというふうに思いま

す。併せて、先ほどの介護施設などでの定期的な検査を実施すべきでないかと

いう意見にもかかりますけれども、同じようにそこで働いている職員さん、こ

れは医療従事者は優先的にやるという考え方がありますけれども、田村厚生労

働大臣も地方や地域によって独自に判断して、やりやすいやり方、効果的なや

り方を考えてくださいというようにしきりに言っておられます。多気町では、

いわゆる病院に勤めておられる、病院がありませんから、対象となる医療従事

者ていうのが開業医の先生のところでの医療従事者となりますと非常に少な

くなりますから、介護事業所に勤めている職員さんを対象にするっていうこと
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も優先順位に挙げたほうがいいと思います。この２点についてだけ、基本的な

考えを、ありましたら。具体的なスケジュールはおそらくワクチンが入ってく

る見通しがまだ分かってないってことがありますが、基本的な考えは整備して

おいたほうがいいと思いますので、その点についてお伺いします。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） ただいまの介護施設の入所者に対しての接種というご

質問にお答えさせていただきます。まず、介護施設の入所者につきましては、

一番最初に接種をする方向で今検討されておるという状況でございます。そし

て、２番目の従事者の関係でございますけれども、三重県では２月の 19 日か

ら国立系４病院の医療従事者向けにワクチンの先行接種が行われております。

そして、医療従事者等向け優先接種として、先ほど議員が言われましたように、

病院、診療所職員、歯科、薬局、救急隊員、自治体等で新型コロナウイルス感

染症患者に頻繁に接する機会のある業務を行う方に、昨日から接種が実施され

ております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  はい（松木議員）。 

○５番（松木 豊年） 質問に答えていただけてないのがいくつかありますので、

もう一回再質問させていただきます。高齢者の施設に入っておられる方の接種

場所を、その施設でやったほうがいいんじゃないかということです。これはま

ぁここだけでは決められないと思いますので、先ほどの質問で申し上げたよう

に、お医者さんの協力を得るということを、施設任せにしているとなかなか大

変だと思いますので、町としての基本的な考え方はどうかということを改めて

伺いたいわけです。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） 抜けておりまして、すいません。接種につきましては、
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その施設で接種する方向で今検討させていただいておるという状況でござい

ます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  松木議員。 

○５番（松木 豊年） それでは２番目の、ありがとうございました、国民健康

保険の問題に移ります。国民健康保険料の負担を減らすということは、国民皆

保険制度を守っていくうえでも非常に重要な課題だと思っております。来年度

の保険料の見込みについて、資産割の負担を減らしていく方向で、保険料が引

き下がるということを説明受けております。具体的なその内容について簡潔に

説明をお願いしたいと思います。併せて、保険料を決定するうえで、特に引き

下げをとなる要因に、予防や健康づくりの事業を積極的に行うことがインセン

ティブとして取り上げられております。この仕組みについては、なかなか町民

の皆さんには分かりづらい仕組みだと思いますので、ぜひこの仕組みについて

も分かりやすくご説明いただけたら。町民の皆さんに分かるような、分かりや

すく説明をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） それでは、国民健康保険料についてのご質問に

ついてお答えさせていただきます。来年度につきましては、保険料の改定を予

定しております。その中で、資産割を引き下げ、所得割を一部引き上げるとい

う内容になっております。全体的には、引き下げることで、収入見込み額では

約 640 万円ほどの減収を見込んでおります。引き下げ内容でございますが、国

民健康保険料は国民健康保険の医療に関する部分、それから後期支援、75 歳以

上の後期医療保険のほうへ支援する分、それから介護保険のほうへ支出分とい

うことで、３つの階層で徴収するわけですが、それぞれ平等割、均等割、資産

割、所得割というような４区分で徴収することになります。そのうちの資産割

につきましては、医療費のほうでは 10％、それから後期支援と介護では２％を
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引き下げることにします。それから、所得割につきましては、医療分では 0.2％

の引き上げ、後期支援分は 0.1％、介護分は 0.01％の引き上げということで、

改定をすることにしております。それから、国民健康保険の医療費を引き下げ

る対策ということになります、医療費の抑制ということで、対策を行ってる事

業に予防、健康づくりに関する事業がございます。これらの中で、特に健康診

査がございますが、これららの健康診査を行うことで、早期疾患の発見ですね、

等に繋げていきたいということで、健康診査を毎年行っておるんですが、これ

に対するインセンティブ、誘導の助成の事業でございます。これらについての

来年度の計画ですが、健診料につきましては、平成 28 年度より無料化を継続

しております。受診料の無料化、さらに職場で健診を受けられた方につきまし

ては、その結果を役場のほうに提出いただいて指導を受けていただきますと、

500 円のクオカードの贈呈、また任意の人間ドックを受けられた方につきまし

ては、その方に対してだいたい３万円程度のドックの費用がかかるんですが、

町から１万円の助成金を出すと、支給するというようなインセンティブの取り

組みをしていきたいと考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  松木議員。 

○５番（松木 豊年） ありがとうございました。国保料の引き下げについて、

詳しい説明いただいたんですが、一人平均でどれぐらいの引き下げ額になるの

か、これだけもし分かりましたらお答えいただきたいと思います。併せて、次

の質問もよろしいですか。 

  子どもの均等割の軽減を国のほうが実施するということが報道されておりま

す。この中身について、簡単にご説明を併せてお願い、先ほどの一人当たりの

平均の引き下げ額いくらになって、ということと併せてお願いしたいと思いま

す。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  高山町民環境課長。 
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○町民環境課長（高山 幸夫） 先ほどのご質問ですが、平均的にどのぐらいの

保険料の引き下げになるかということですが、国民健康保険はご存じのように

退職された後の方が入ったりして、非常に所得の低い方が多くございます。階

層別に言いますと、低所得の方の世帯で引き下げが多くなります。平均的には

年間で５千円か６千円引き下げということになります。 

  続きまして、子供の均等割の軽減につきまして、国の動向でございます。今

国会、健康保険法等の一部改正案が国会のほうで提出されております。この内

容につきましては、保険料の均等割部分につきまして、未就学児を対象に５割

軽減する制度を令和４年度から導入するものとなってございます。以上でござ

います。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  松木議員。 

○５番（松木 豊年） ありがとうございました。私、以前、平成 30 年の 12 月

の議会でも、子供の均等割の軽減についてのご質問をさせていただきました。

その時、町長にも答弁いただいた記憶がありますけれども。もしあれでしたら、

国の軽減策のことについて御所見がございましたら、一言お願いできたらと思

います。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  久保町長。 

○町長（久保 行男） 私のほうからも、ちょっと今担当とも確認をしたんです

けれども、議員おっしゃられたようのと、それから担当のほう答えましたよう

に、軽減策しながらということでありますので、取り組んでいくということで

お答えをさせていただきます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  松木議員。 

○５番（松木 豊年） 年齢制限がまだありますし、障害者などが対象から除外

されていますので、対象を拡げられるような制度になれるように頑張っていき
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たいと思っております。 

  次に、最後の質問に入らせていただきます。火葬場の問題ですが、多くの町

民の皆さんが火葬場を利用されているわけですけれども、町外の火葬場を利用

されている方がかなり多いと伺っております。従って、亡くなられた際、どこ

の火葬場を利用しておられるのか、その内訳について、概要についてで結構で

すので、時間が迫っておりますので、概要で結構です、ご説明ください。 

そして、火葬にかかる補助金の交付状況についても、併せてお願いしたいと

思います。 

最後に、現状での、この火葬場についての課題とか問題点など、問題意識と

してお有りのようでしたら、お示しいただき、今後の見通しどんなふうに考え

ておられるのか、これもお有りのようでしたら示していただけたらと思います。

よろしくお願いします。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めるんですが、松木議員、全部質問項目を挙げて

いただきましたので、答弁のほうもそれに準じた答弁ということでお願いいた

します。 

  久保町長。 

○町長（久保 行男） 私のほうから、最初の部分だけ、全体的なところだけお

答えをさせていただきたいと。 

  火葬場につきましては、私の就任のときの半分公約でありまして、当時は多

気町の総合計画、火葬場を造るということで前町長の時からの大きな政策課題

であったわけですけれども、全部の町民に確認をさせていただいたところ、大

変な維持費がかかるということが分かりましたので、私はそれを取りやめさせ

ていただきました。その代わりに、町のほうで負担については１万５千円で負

担できるように町のほうでそれだけの補助金を出させていただきました。また、

例えば丹生の火葬場を使わせていただくことについても同じように負担をさ

せていただくということで、一律の負担で納まるようにさせていただきました。

そういうことによって、もし造っておったら年間２千万も３千万もかかるよう
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な維持費がかかるということでありましたんで、現在は今の補助制度で良かっ

たと思っております。中身の細かいところについては担当課長のほうから申し

上げます。 

○議長（前川 勝） 高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） それでは、私のほうから火葬場についてのご質

問について、ご回答させていただきます。 

  令和元年度についての実績でございます。火葬場利用者について、松阪市の

篠田山斎場につきましては 120 件、町内の丹生にあります勢和斎場では 32 件、

また松阪市飯南にあります、さくら坂斎場につきましては 12 件、伊勢広域衛

生環境組合斎場につきましては４件、その他県外等も含めまして、その他が２

件ということでございます。それから、火葬に関わる補助金の内訳でございま

す。火葬場使用助成金というものを制定しておりますが、火葬料から自己負担

分の１万５千円を控除した額で、上限を３万５千円までということで助成させ

ていただいております。昨年度実績につきましては、591 万円の助成をさせて

いただいております。また、現状の課題、また今後の見通しについてでござい

ますが、勢和斎場及び近隣市町の施設につきましては、毎年適正な保守点検管

理が行われておりまして、多気町民が今後も継続して利用することができると

考えております。松阪市につきましても、施設が確認しましたが 20 年程度は

継続して利用ができるという回答をいただいております。ただ、課題としまし

て、今後施設の運営費用の多寡によりまして、火葬料の見直しが行われた場合

には、この助成金のほうについても、考えていく必要があるかなと考えており

ます。それから、新たなもし施設を造った場合、先ほど町長からも申し上げま

した多額の維持管理費用が発生する、またそれからそれを管理運営する人の手

立ても必要になります。専門的な技術を要する業務になります。また、それ相

応のですね、親族の方に対してのマナー、接遇といった特殊な技能が必要にな

ってくるということもあり、そこの職員の確保も大きな課題になってくるかと

いうことで、今現在は火葬場の町営での設置というのは考えに無いということ
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でお答えさせていただきます。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  松木議員。 

○５番（松木 豊年） 見通しのところで、松阪の篠田山については 20 年ぐら

いは途中で補修とか補強とか必要だとは思います、まぁそれらも含めてのこと

だと思うんですが、20 年ぐらいは使用可能だという見通しを、これは松阪の当

事者のほうが持っておられるということで、その上に立って 20 年ぐらいは利

用させてもらいたいと、もらおうと思っていると。こういうお考えですか。そ

れと、勢和の斎場についてはちょっと見通しについてお示しが回答なかったん

で、併せてもう一度説明をお願いしたいのと、この 20 年間ずっと松阪のを中

心とした斎場の利用でいいというふうにお考えなのかどうかについても改め

てお伺いしたいと思います。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  高山町民環境課長。 

○町民環境課長（高山 幸夫） 先ほどのご質問でございますが、松阪市のほう

の篠田山のほうの施設につきまして、まだ 20 年ほど保守点検をして建て替え

というような計画は無いということで、市外の方についても利用ができるとい

うような回答をいただいております。勢和斎場につきましてですけれども、こ

ちらもですね、専門の業者に火葬炉等の点検をいただいておりまして、昨年度

から順次炉内の維持補修を行ってもらっております。その点検結果に基づきま

した消耗品等の設備の更新につきまして、これからですね年次計画をもって整

備していくというようなことで聞いております。勢和斎場のほうについては 20

年の見通し等はご回答はいただいておりませんが、10 年ぐらい先までは継続し

て使えるということで認識しております。それから、町につきましてもこのま

ま利用料が変わらないのであれば、松阪市のほうの施設も町内の方がご利用い

ただき進めていきたい。非常に遠方であれば、そこら辺が色んな課題も出てく

るかと思いますが、今現在では多気町内から 15 分、20 分程度であれば篠田山
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なりのところも行けますので、ご利用のほうしていただきやすいと考えており

ます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  松木議員。 

○５番（松木 豊年） 過去３年間の利用状況を伺いましたら、松阪市の施設利

用者は７割ちょっと超えております。それで、勢和斎場が 23％ぐらいです。こ

の状況は 20 年続くのかどうかっていうのはまさに他の自治体の施設を利用さ

せてもらっているという、まぁいわば不安定な状況にあるということは間違い

ないと思います。私はずぅっとこのままでいいのかどうかについて、改めて見

直しをして、様々な角度から今後のことについて検討すべきだということを強

く指摘して質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（前川 勝） 答弁はよろしいか。 

○５番（松木 豊年） よろしいです。 

○議長（前川 勝） これで、松木議員の一般質問を終わります。 

 

（10 番 山際議員 議員） 

  ４番目の質問者、山際議員の質問に入ります。 

  10 番、山際議員。 

○10 番（山際 照男） 10 番、山際でございます。議長の許可を得ましたので、

令和３年度の予算編成にあたっての考え方、もう一つは今後の財政運営方針に

ついてを、一問一答方式で、町長並びに副町長、担当課長に質問をいたします

ので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは質問に入ります。 

令和３年度当初予算が今回の定例会に上程されました。現行では、予算の編

成権と提案権は町長に専属しております。そして、上程された予算案は委員会

付託を得て議論をされることになりますが、毎年、当初予算は、町長のええ町

づくりプラン、いわゆる基本構想の「まちづくり７つの理念」の骨太方針で編

成されていると私は思っておるところでございます。来年度の予算編成につき
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ましては、令和２年度とは違いまして、コロナ禍による景気の悪化の影響を丸

っと１年受けることで、町税の法人町民税、それと給与等の収入減による個人

の町民税の減少が見込まれるのではないでしょうか。また、固定資産税につき

ましても、コロナ対策の減税があるかどうかわかりませんがいずれにしても減

少するのではないかと懸念されるところでございます。さらに、国税や県税も

予算よりも大幅に減収することが見込まれております。そのことから譲与税や

交付金収入についても増収は期待できないのではないでしょうか。そのような

状況下での予算編成にあたって基本的な考え方について質問いたします。 

まずは１項目でございますが、町財政を節約するための取組みについてでご

ざいます。地方自治体の財政状況の目安にもなっております健全化判断比率を

見ますと、本町の令和元年度の決算においては、いずれの項目も早期健全化基

準を下回っておりまして、本町の財政は客観的に見まして健全であると言えま

す。現在、新型コロナウイルス感染の収束がいまだ見えぬ中、交付税や町税の

減少など町財政に対する影響は大きくなると予想されます。行政からいろいろ

なサービスが提供されております。その対応に一般的には、国、県の補助金や

税金さらに借金で補ったりするわけでございますが、節電、節水等まぁ一般的

な節約は全庁的にもうすでにされていると思います。また、無駄な支出はされ

てないと思いますが、コロナ禍において財政も逼迫しております。そのような

状況下ですから、予算編成上も含めて節約にどのような取り組みをされている

か、その考え方をお伺いいたします。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） それでは、山際議員のご質問に答弁させていただき

ます。 

議員ご指摘のとおり、町の財政は、ふるさと納税額やクリスタルタウン工業

ゾーンの土地売却など、歳入の増につながることもございますが、令和３年度

におきましては、町税の減収を見込んでおります。また、基金の繰入れも行っ
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ております。 

  一方、現在のコロナ禍においても、町民の生活を支えるための様々な事業に

係る歳出もしっかりと確保していく必要がございます。 

  予算編成におきましては、このような歳入と歳出のバランスをですね、しっ

かりと見極めて、健全な財政が維持できるように予算を編成してくことが基本

と考えております。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  山際議員。 

○10 番（山際 照男） ありがとうございます。町長の施政方針でもですね言及

されております。最小の経費で最大の効果の実現という言葉が述べられました

けれども、その血税の下の哲学には私もごもっともの話であると思っておりま

す。そこでですね、例えばの話ですけども、これは具体的な話なんですけども、

放課後児童クラブ、まぁ学童保育の件でございます。いわゆる３年間の債務負

担行為の関係でございますが、12 月議会で債務負担行為は議決されました。私

はこの常任委員会の時に若干質問をしましたが、予算の節約という観点から、

哲学と申しましょうか観点か、素朴な疑問を生じたわけです。で、債務負担行

為はまぁご案内のとおり大規模な工事などでですね、２年度以上の支払いが生

じる事案とか、大きな物件の購入とか、まぁスクールバスを買うとかそういう

ような物件の購入なんですけれども、いわゆる月賦ではなくてですね、年賦、

年払いていう支払うような事案というのが、債務負担行為というのか、そうい

う事案なんですけども、将来の財政負担にかかる予算の定めかなと私は思って

おるんですけども。まぁ予算は本来、現年度化主義が原則です。徐々に児童は

減少するという見込みもありますし、まぁ児童クラブの利用者はどういうふう

な推移辿ってくか分かりませんけれども、あまりにも安易に行う、じゃないん

かなぁというふうに思っとるわけです。まぁこういうとこは節約っていう部分

でですね、非常に大切なことだと私は思っておるんですけども、この考え方に

ついてお伺いしたいと思いますが。 
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○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 先ほどのご質問に答弁させていただきます。直接的

には健康福祉課が担当しておりますけれども、財政の担当して答弁させていた

だきます。まず、債務負担行為、議員がご指摘いただきました、いわゆる放課

後児童クラブの送迎の委託にかかる分だと思いますけれども、今年度 12 月に

おきまして、向こう３年間の債務負担行為を設定させていただきました。この

具体的に送迎業務におきましては、過去におきまして、例えば１年ずつのです

ね契約等を行っていた時期もございますけども、なかなかそのコロナ禍という

こともあろうかとは思いますけども、その受けていただく事業者さんがなかな

かその事業自体を、送迎業務自体を遂行していただくのがなかなか困難な時期

もございました。従いまして今回はむこう３年間という複数年の契約をしてい

ただくことによりまして、その事業所さんも３年間見通しての例えば人の確保

とかですね、そういったものが見通せるような形で今回３年間の債務負担を設

定させていただいたところでございます。議員ご指摘のとおり、基本的には予

算というのは現年度主義で 1 年ごとに予算を組んでいくものでございますけど

も、そういった場合、町としても基本的にはその放課後児童クラブは今後も継

続していくものでございますので、それに資する委託業務ということで、今回

債務負担行為は例外的な措置でございますけれども、３年間の設定をさせてい

ただいたところでございます。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  山際議員。 

○10 番（山際 照男） まぁ、その人材確保という部分も多いにあるということ

なんですけども、私あの平成 30 年からずっと予算と決算状況をこう調べてみ

ますと、平成 30 年は 831 万円で、決算が 826 万 2000 円と。でまぁ差額が５万

4000 円というかたち。平成 31 年は 777 万 3000 円と決算が 762 万 3000 円と。

まぁこれは 15 万の差額が出でおるんです。で、２年度の予算が 694 万 5000 円、
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でこれはまぁ決算はまだ出ませんのであれですけど。３年度が上程されており

ますその債務負担行為の金額は 2238 万で、まぁこれを１／３、３等分します

と 734 万 6000 円というような上程金額になっております。で、これは 10 月の

末日までの申込みでですね、人数的には確保できるというんか予算上ですね算

出はできるんですけど、ただ私はその何と言うんか委託事業者がですね、まぁ

人材確保ができないというのは、これはあくまでもそのエントリーした事業所

の責任だと思うんですよ。で、３年間という、この不思議に思うのはなぜ３年

間にしたかと。その業務の仕様書を普通は提示するわけなんですけども、それ

で入札かそれか見積合わせかというようなですね方法で検討して、査定をする

んでしょうけれども。例年まぁ単年度契約になっとる。で、ものがですね、急

に３年間のそのあれで契約をされてると。この仕様書っていうのがまぁプレゼ

ンにかかる仕様書なんですけれども、最初から３年間ありきというような仕様

書を出してるのか、それかその企業が人が集まらないから３年間ちゅうんかに

してくれていうようなこの請願ていうんかがあったんかっていうのが、そこら

辺がちょっと私も情報公開請求してませんし分かりませんけども。そこら辺が

ちょっと疑問に感じておるんですよ。ですから、まぁ事務的なことなんでしょ

うけれども、最初から３年間という発想で仕様書をされたのかどうかという、

そこら辺ちょっと確認したいのですが。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 議員ご質問いただきました、今回のその送迎委託に

つきましては、過去におきましては単年度で契約していた時期もございました。

ただ、それを落札されたところがなかなか決まらなかったところもございまし

て、２年ほど前には、実は１月ほど町職員が代わりに運行をしていた時期もご

ざいます。そういったこともありまして、それはなぜかというと一つの原因と

いたしましては、やっぱり単年度契約で行うために事業者さんもその余剰の人

員を抱えているわけではございませんので、その事業を受けるために雇われる
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と。そういったケースがございますので、なかなかそれが落札してから人が揃

わないということがございます。従いまして、そのやっぱり複数年に町として

も方針をそういう過去にそういったことがございましたので、複数年にするこ

とによりまして事業者さんも受けやすい、３年間人を、まぁ入札で落札してい

ただければ３年間人をまぁそうやって有効に使えるわけですので、そういった

ことも含めまして今回そのまぁ複数年の契約を実施させていただいたところ

でございます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  山際議員。 

○10 番（山際 照男） まぁそういうような過程で３年間ということは分かりま

した。ただ、この積算がですね、多気町４ルート、それから勢和地区は土曜日

だけかな、１ルートっていうようなかたちじゃないかなというふうに私、間違

ってるかも分かりませんけれども、広報では、広報の募集案内ではそういうふ

うな私はあのぅ形で見たんですけれども。この積算過程がですね、昨年より減

ってるのになぜ多いんかなというような部分もありまして、まぁこれは精算払

いか概算払いか分かりませんけれども、多分概算払いになるんかなぁというふ

うには思う、まぁ委託事業の部分がですね、精算払いがいいのか概算払いがい

いのかっていう部分が出てくるんですけど、まぁ本来は精算払いっていうのが

筋だと思うんですけども。そこら辺がちょっと不思議なところがあるんですけ

ども。そのルート的と、概算払いていうんかそういう部分を教えてください。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めますが、節約という観点に沿った形での答弁と

していただければというふうに考えます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 委託業務、今回の令和３年度からの３年間の状況で

す。今までは、勢和の地域も含めて４ルートという運行をしていただいてまし

た。来年度からご存じのように勢和は分館ができますので、本来なら１ルート

減る予定なんですが、ご存じのように多気地域内の各小学校からの、いわゆる
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天啓のほうですね、天啓のほうに行く児童さんが増えたがために、４ルートは

そのまま結局１つ、ええと３ルートに減ったんですがその当時は確か佐奈と外

城田を１つのルートで回っていたのが、佐奈も外城田も児童さんが増えたがた

めに４小学校からそれぞれ必要ということで、ルート数は結局減らなかったと

いう見込みになりましたので、金額的にも以前のものと変わっていないという

状況でございます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  山際議員。 

○10 番（山際 照男） まぁそういうようなことで、ですね。ちょっと質問。こ

れはですね、たぶん厚生労働省の送迎支援事業に載ってるんじゃないかなとい

うふうには思うんですけども、私はこの何て言うか、児童クラブの予算を見る

と、もう全てこちら持ちですよね、自動車から何から全て。人だけを派遣して

いただくというような形ですから、その事業は派遣事業か何か持ってるんでし

ょうかね。請負じゃないんで。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 答弁させていただきます。議員のご質問、申し訳ご

ざいません。予算編成の中身、予算書の中身にあることでございます。ちょっ

と本日は健康福祉課長が欠席をしておりますので、再度予算の委員会の中でで

すね、そういった財源につきましてもまた触れさせていただきたいと思います

ので、この場はその答弁でとどめさせていただきます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  山際議員。 

○10 番（山際 照男） このような規約はですね、福祉課だけの考え方ではない

と私は思うんですよ。全庁的に関係することと思いますので、このような実例

をどんどん作っていくということは、今後予算の節約という観点からいきます

となかなかそれが実行にいかないというようなことも考えられます。予算の節
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約にですね、努力されることは普通なんですけども、この部分につきましては

子供達の安心安全の部分についてもしっかりと担保ができるような形で、よろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、２項目目に入ります。コロナ禍における町の事務事業及び主催・共催

事業の現状と今後の課題についてでございます。新型コロナウイルス感染症の

感染拡大のあおりを受けまして、今年度の事業や行事の多くが中止等になりま

した。コロナ感染が収束すれば再開され元に戻ると思いますが、現在までに中

止や延期になった主催・共催事業の現状及び現下のコロナ禍において進める事

業の今後の課題についてお伺いいたします。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 令和２年度、今年度におきましては、区長会を始め

各種会議や協議会など総会の中止、または書面決議での代替、それから学校に

おきましては小中学校の修学旅行の延期や行き先の変更、国際交流の相互派遣

の中止、それからあじさい祭り、総合防災訓練、おいない祭り、敬老会、戦没

者追悼式などの行事を中止し、最近では成人式や出初式におきましても規模の

縮小や内容の変更を行ってまいりました。 

  今後は、感染症拡大防止への基本的な取り組みといたしまして、マスク着用、

手洗いの徹底、手指消毒、部屋の換気、３密を避ける、などの対策を行いなが

ら、各種行事を実施していければというふうに考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  山際議員。 

○10 番（山際 照男） 施政方針で町長はですね、令和３年度は通常どおり、令

和２年度は中止、延期をした事業についても例年どおり予算編成を行ったとい

うような言及されましたので、色々と今年度のその部分の事業については分か

りました。で、この不要額等は決算等でですね分かりますので、またその時期

にお聞きしたいと思います。 
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  ３項目目に入ります。行政事務のデジタル化への体制と今後の取組みについ

てでございます。菅内閣になりまして、デジタル行政を目指しデジタル庁設置

法案を含むデジタル改革関連法案が成立しました。今年９月１日にデジタル庁

が発足します。それに伴って当町におきましても、デジタル化施策を戦略的に

行なうため組織改正され本年４月１日付で「デジタル戦略室」が５年間の期限

付きで新設され、職員３・４人で本格的に「行政事務のデジタル化」を推進す

ることになっております。全庁的に推進するため各課に現行業務と兼務しなが

ら推進する職員を置く体制を構築すると言われております。デジタル化を推進

するための「組織体制」、いわゆる全庁的な推進チームの立ち上げ、それと「Ｉ

ＣＴまぁ情報通信技術に精通した人材」、現在ＩＣＴにつきまして造詣の深い

「地域おこし企業人」が一人在職しておられます。戦略室にはそれなりの精通

した職員が配属になると思いますが、各課にもＩＣＴに精通した職員の配置が

必要と思います。デジタル化の推進のための体制及び今後の取り組みについて

お伺いいたします。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） デジタル戦略室、令和３年度から設置を予定してお

りますけども、この室には、先ほど議員が申されました、地域おこし企業人 1

名を含みまして、４名体制を予定しております。この室の事務分掌、役割とい

たしましては、ＩＣＴ計画の推進、それから各種業務の改革、町民サービスの

改革、マイナンバー全般に関わること、そして役場内の情報システムに関する

こととしております。更に、議員が申されました、各課にもそのデジタル戦略

室との連絡調整、窓口になるいわゆる仮称ですけれども推進員、デジタルの推

進員ですね、そういったものを各課の兼務という形で置いて、役場です、それ

から更には町全体の様々な場面において、必要なデジタル化に取り組むことと

しております。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 
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  山際議員。 

○10 番（山際 照男） 各課にその推進員ちゅうんか、を置かれるわけですけど

も、ギリギリの職員で現在日常的やってらっしゃるわけですけれども、それが

また推進チームちゅうんかその推進に力を注いでもらってって言うと、普段の

日常の業務がおろそかになるんじゃないかなというふうに私どもは懸念する

わけです。で、そこら辺の対処っていうのは、きっちり出来上がっているんで

しょうか。まぁ事務分掌で多分その人には事務の分担ちゅうんか軽減をされる

んでしょうけれども。それと、人事異動っていう部分でやられると思うんです

が、そこら辺の考え方をお示し願いたいと思います。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 議員ご質問のございました、いわゆるデジタル化に

伴いまして、その職員の業務量等負担が増えるんではないか、いうふうなご懸

念でございますけれども、デジタル戦略室の一つといたしまして、業務改革と

いうのを挙げております。この業務改革はですね、今まで色んな業務の内容を

まぁ調査、簡単にはしてはきておったんですけども、その仕事の内容がですね、

例えばその業務改革をすることによって、今こういったものに重点的に仕事が

かかってるものがその部分が例えばかかる時間が短縮できるとかですね、そう

いったものを基本的には目指しております。すなわちそのデジタル化によりま

して、職員の負担をできる限り減らす、かかる時間を減らす、それはまぁデジ

タル化によりましてその業務の中を詳しく調査していく必要があるんですけ

れども。そういったことによりまして、デジタル化によって仕事が増えるんで

はなくてデジタル化によって仕事が減る、減るという言い方は悪いんですけど

効率化にさせていただくと。いうのを目的にしておりますので、そこを単に増

えるということではございませんので、それは今後しっかりまた４月から取り

組んでいければというふうに考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 
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  山際議員。 

○10 番（山際 照男） 事務の改革、簡素化っていう部分でしていただければ、

まぁその人の負担も軽減されると思いますし、ただ第一は町民のサービスちゅ

うのがおろそかにならんように、その点はよろしくお願いしたいと思います。

ただ、デジタル化はですねあくまで手段だと思うんですよ。で、今後まぁデジ

タル社会になるのは間違いないと私も思っておるんですけども、例えば印鑑の

廃止とかですね、という色んなその申請がリモート化されるとかですね、まぁ

最終の到達点はそういうふうになるんだろうとは思うんですけども。役場とし

てはですね、そういうところまで到達するような考え方はあるんでしょうか。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 議員ご質問いただいたとおり、デジタル化ていうの

は私達も基本的には手段と考えております。その手段をどうやってその町の色

んな行政サービスに使っていくかということでございます。従いまして、全て

が全てデジタル化、全部が全部するわけではなくて、当然町民さんと相対して

顔を合わせてしなければならない業務当然ございますし、ひょっとしたらデジ

タル化によってその部分がうまくデジタルでいくのであれば、それはそれとし

て使いますと。当然、今までどおり残るところもあります。更には今までやっ

ていた業務が本当にそれが今必要なのかという、例えばの話、その業務をやめ

るていうんですかね、さっき議員おっしゃったように簡素化させると、色んな

こう方法があります。その一つの手段としてデジタル化でございますので、デ

ジタル化で 100％業務の改革と、改善していこうというところではございませ

んので、まぁ私達は当然町民のために仕事をしてるわけですから、町民さんか

ら全く遮断してということにはできないと思いますので、それはまた今後です

ね、デジタル戦略室を中心に、また町全体のそういった行政サービスがうまく

改善できればというふうに考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 
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  山際議員。 

○10 番（山際 照男） そういうような哲学で進めていただければありがたいん

ですが。役場っていう対面業務が主ですから、そこら辺は一つよろしくお願い

したいんですけど。ただそのＩＣＴが進むとですね、使える人と使えない人の

間に非常にまぁ情報格差が生じてくると思うんですよ。で、使える人は便利に

なりますけれども、使えない人はとっても不安が重なってくるわけです。まぁ

国でもですね、誰一人も置き去りにしないというのが不可欠だというような大

きな声で言うてますけども、そういうことはまずは無いと、置き去りにしない

ということはまずは無いと思うんですけれども。まぁいずれにしても人に優し

い町民の目線のデジタル化というのが私はこれが主なんかなというふうに思

うわけです。で、特にアナログ世代のですね、高齢者に対する支援をですね、

行政課題として今後もデジタル化を進めるにあたっての位置付けをしていた

だいて、このことは要望していきたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。まぁ５年間デジタルを推進すれば多気町の役場はデジタル庁舎と

言われるぐらいになるんかなぁというふうにですね私も期待しとるんですけ

ども、まぁそれになると多気町の庁舎は有名になるなぁというような、まぁそ

こら辺も期待はしたいんですけども。期待はしますけど自分自身がようついて

かないという部分がありますので、そこら辺まぁよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  次の質問に入らせていただきます。今後の財政運営方針についてでございま

すが、政府は、国と地方を合わせた基礎的財政収支、プライマリーバランスを

ですね、2025 年度に黒字化する目標を掲げておりました。で、新型コロナウイ

ルス対策で歳出が膨らんだことで大幅に悪化しており、財政健全化達成はさら

に遠のいたと報道されております。基礎的収支は、ご案内のとおり政策経費を

税収などでどれだけ賄えているかを示す指標であるわけであります。行財政の

健全化は、このプライマリーバランスを均衡させる努力が必要でありまして、

いわゆる黒字化のためには、歳入を増やし、歳出を抑制しなければならないわ
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けであります。したがって問題は、どの様な歳入を増やし、どのような歳出を

抑制するかの選択になるわけでございまして、そのような状況下で今後の行政

運営が容易ならざる厳しさになると言われております。さらに、新型コロナウ

イルス感染症の拡大は、医療、経済にとどまらず、人々の生活様式や価値観ま

で広く社会全体に多大な影響を与えていると。加えて、地方税等の大幅な減収

が見込まれるとともに地方交付税がどのような動きを推移するか、予測するの

は極めて難しいと言われております。このような状況下における今後の財政運

営方針についての考え方をお伺いいたします。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 議員、ご質問いただきました内容につきましては、

先ほどもちょっと財政のこと触れさせていただきましたけれども、いわゆるま

ぁ中長期、もう少し期間の長いことになる将来の財政運営に関することと理解

をさせていただいております。ここ 1 年余りで、新型コロナウイルス感染症の

拡大によりまして、日本のみならず、世界の状況が一変してきました。今後も、

どのようになっていくのか、先行きが見通せない状況におきましては、町の財

政運営につきましても、慎重にならざるを得ません。今後は、歳出におきまし

て、事業効果をしっかりと見極めたうえで、予算編成を行っていくことが重要

かというふうに考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  山際議員。 

○10 番（山際 照男） そういうような予算編成をされるというのはありがたい

ことでございますが。例えばですね、例を言いますと町単ハード事業の件なん

ですけども、維持補修とか河川事業とか公共土木っていうメンテナンス事業が

あるわけです。で、これは非常に不採択が多い、というふうに見られます。こ

れこそ区長からのですね切実な申し出、申告というんか申し出だと思うわけで

して、日常の住民生活に直結した案件だと私は思っておるんです。で、このよ
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うなですね申告に際して、現場の確認をされているとは思うんですけども、こ

れこそその町民に寄り添った事業ではないかなというふうに思うわけです。で、

これからのその予算編成に向けて財政運営方針についてですね、こういう事業

こそ住民サービスていうか、それに徹したものじゃないかなと思うんですけど

も。それとその、こういう事業があればですね、若い職員がどんどんその現場

へ出向いて、要するに現場、地理確認ができるというかですね、まぁ現場主義

というようなですな徹底されるのではないかというふうに思うわけです。で、

町の職員であって、町の全部地理が分からないというようなことでは困ります

ので、こういうのを機会にですね、活用していただいてやっていただくと。ま

ぁ若い職員をどんどんその出してもらうというような勉強の一つにもなるん

じゃないかなというふうにも思うんですけども、その考え方はいかがでしょう

か。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

  森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 予算編成の一つにおきまして、いわゆるハード面、

地元要望等についてのご質問をいただきました。もっと地元に密着してという

ことなんですが、現在そのハード面、それから例えば福祉のソフト面におきま

しても、本町の職員、まぁ私は総務課長としての立場ですけども、皆さんどの

職員も現場主義で第一に動いてるというふうに考えてます。それはソフトであ

ろうとハードであろうとですね、関係なくやってるかと思います。字の色んな

申請につきましては、全体を見回して、それから当然道路だけではなくて色ん

な学校であるとか教育とかございますので、そこら辺もトータル的に見直して

今回の予算編成をさせていただいたというところでございます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

  山際議員。 

○10 番（山際 照男） まぁそういうような方針でお願いしたいと思います。今

後、高齢化、少子高齢化においてですね、非常にまぁ収支が難しくなってきて
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ますので、この財政運営に努力をしていただくということで。まぁ今後、住民

ファーストのですね、制度設計に立った財政運営に期待して、私の質問を終わ

りたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（前川 勝） 以上で、山際議員の一般質問を終わります。 

（ ３月９日 11 時 56 分 ） 

 

（ ３月 10 日９時 00 分 ） 

（２番 志村 和浩 議員） 

○議長（前川 勝） ５番目の質問者、志村議員の質問に入ります。 

２番、志村議員。 

○２番（志村 和浩） ２番、志村和浩、一般質問をさせていただきます。一般

質問、質問方式は一問一答方式で、質問事項は３点でございます。１点目は、

デジタル戦略室の取り組みについて、２点目が、ふるさと納税について、３点

目が、三井高利生誕 400 年についてでございます。それでは、早速１項目目に

入ります。 

総務省は昨年１２月、各地方自治体が情報システムの標準化や行政手続のオ

ンライン化などについて計画的に取り組む「自治体デジタルトランスフォーメ

ーション推進計画」を策定し、公表しました。特に地方自治体においては、「デ

ジタル技術やデータを活用して住民の利便性を向上させるとともに、デジタル

技術やＡＩ等の活用により業務効率化を図り、人的資源を行政サービスの更な

る向上に繋げていくことが求められる」とし、全国の自治体に対し積極的な支

援を実施する予定としています。 

更に重点取組事項として①自治体の情報システムの標準化・共通化、②マイ

ナンバーカードの普及促進、③行政手続のオンライン化、④人口知能・定形業

務の自動化ソフトの利用推進、⑤テレワークの推進、⑥セキュリティ対策の徹

底、をあげており、今年の夏にはこれらの推進手順書を策定する予定とのこと

です。 



 60

多気町はそういった国の動きに合わせるように来年度からデジタル戦略室

を設置するとしていますし、現在、国が公募しているＡＩや情報通信技術によ

って「丸ごと未来都市」を作る「スーパーシティ法」の指定区域に名乗りを上

げており、デジタル化への取組が加速しているような状況です。 

デジタル化には大きな力があり、適切に導入することで町民サービスの向上

や行政事務の効率化に大変な効果を生むことになると思いますが、進め方を間

違えれば十分な効果が得られないどころか、かえって町民サービスの品質や効

率が低下することさえあります。 

新型コロナウイルス感染症対策の観点から止むを得ずデジタル化を急がな

ければならない分野もあるとは思いますが、町民の暮らしに大きな影響を与え

るであろう地方自治のデジタル化は、適切なスピードで段階的に進められるべ

きものであり、幅広い議論が必要だと考えます。 

そこで今回は、まず多気町の「デジタル戦略室」が、今後どのような考えの

もとでデジタル化を進めていかれるのか確認させていただきながら、今後のよ

り良い道筋について見解を一致させるべく質問させていただきます。 

①先の全員協議会で来年度から「デジタル戦略室」を設置し、「業務改革」

や「町民サービスの改革」などを組織横断的に取り組むとの説明がありました。

この「業務改革」や「町民サービスの改革」とは、どのようなものを目指して

いるのでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 志村議員のご質問にお答えさせていただきます。 

申し訳ありません、現時点でいわゆるデジタル戦略室の担当室長が決まって

おりませんので、私、総務課長のほうで代わりに答弁をさせていただきます。 

業務改革とは、役場内における事務処理の効率化を目指すもので、例えば紙

データを電子化するＡＩ－ＯＣＲや、議員も申されましたパソコンにデータの

自動処理を行わせるＲＰＡなどの手段を用いて、特に定型的な業務に係る時間
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短縮やデータの誤りを減らすことなどを考えております。 

また、町民サービス改革とは、一例といたしまして、現在、町民さんが役場

窓口や申請用紙により行っている各種手続や公共施設の予約などを電子化し、

法的な制約がなければ、役場に出向かなくても、また、紙により申請しなくて

も様々な手続きができることなどを考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） おそらく、詳細については今年の夏に総務省が発行され

る推進の手順書、これが発行されてからまた深い議論があると思うんですが、

ひとつ今言っていただいた、業務の効率化や町民サービスの改革ですが、国の

指針とは別に、こういうことを推進するという多気町のデジタルトランスフォ

ーメーションの計画みたいなものを、策定するようなことは予定としてはある

のでしょうか。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 先ほど申し上げた、いわゆる多気町独自の計画。 

これは全員協議会でも、いわゆるデジタル戦略室の事務分掌の中では一番に

ですね、ＩＣＴ計画の推進に関することということを掲げさせていただいてま

す。このＩＣＴ計画につきましては、多気町独自の計画というふうな想定をし

ております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） すると４月１日からデジタル戦略室が稼働していくわけ

ですが、今の紙をデジタル化していく、手続きをオンライン化していく、それ

は多気町独自の計画を立てていくんだということであれば、すでに昨日の山際

議員の質問答弁にもありましたように、業務の効率化は小さな課題みたいなも

のをですね感じたんではあるが、少しストックがあると。 
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加えて、町民サービスの改革の方にはですね、何を課題としてこれから取り

組んでいくんだということはすでにいくつか事例としては庁内であがってい

るのでしょうか。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 議員ご質問のお答えをさせていただきます。 

特に町民サービス改革に関わりましては、例えば今現在デジタル庁という設

置である程度動きがありますし、コロナに関してその動きを早めようという動

きがございますが、そもそものデジタル化につきましては、今に始まったこと

ではなくて、過去においてそういう話はいろんな省庁からも出ているところが

ありますので、各課においてはいろんな課題がすでに出てるところかとは思い

ますけれども、それを今までやっぱり全庁的になかなかまとめるところ、ある

いはそれを進めるところの中の部署がなかったので、今回デジタル戦略室がそ

ういう役割を担ってですね、そういったものを進めていくかと思います。 

ちょっと各課の細かいところまでの課題の具体的な把握は今してはおりま

せんけども、そういったものをきちっと把握したうえで進めていくことになろ

うかと思います。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） そういったものを進める中で、最終的にそれを決断する、

そういった時には町民のあるいは負担とかですね、それから執行部のみなさん

の事務負担を考慮して、バランスを考慮して決定にいたると思うんですが、お

そらくですね、体制がこれからデジタル戦略室の４人の中で、そういったもの

を調査して検討されて、最終的には町長がそれを決定するというような考えで

よろしかったでしょうか。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 
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○総務課長（森川 直昭） 最終的には、町民さんの関わる施策の重要な政策に

なりますので、町長の判断を仰ぐんですが、その前にデジタル戦略室ではです

ね、例えば何か手続きをするにしても、今のやっていることを全て例えばデジ

タル化して、100 パーセントそれじゃないと手続きができないということでは

なくて、ひとつの手段として、昨日もちょっと山際議員のご質問にもお答えさ

せていただいたんですが、あくまでもデジタル化というのはある程度の手段で

すので、その手段をする。場合によっては直接町民さんと顔を合わせて、ある

いは電話等で、あるいは紙によってしなければならない手続きもあろうかと思

いますので、この中でデジタル化すればもっと便利になりますよという部分に

ついて、進めていくことになろうかと思いますので、いろんなことを検討した

うえで最終的に町としての判断をしていくことになろうかと思います。以上で

す。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） まさしくその通りだと思いますし、これから細かい議論

詳細な議論が入る中でですね、おそらくオンライン化や自動返信、こういった

ものが進歩する中でですね、執行部の職員と町民と顔を合わせる機会が少なく

なることが間違いない。そこを全てデジタル化にして、例えば窓口を無人化す

るようなですね、極端な例までいかないようにですね、どこかで歯止めをかけ

なきゃいけない。そういった判断がものすごくこれから必要だろうなと思って

おります。しかし、窓口業務の必要性というのは単純に手続きを行うだけの事

務手続きの窓口ではなくて、みなさんの方が私よりご存じだと思いますが、生

活支援の生活相談の一端でもある。そのへんの機能のほうが重要だという気も

しますので、全てをデジタル化、オンライン化にするというところの一歩手前

をですね、両方に町民にとって便利な方法をですね探っていく。そこを忘れず

にですね、進めていただきたい。そう思いますので、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。 
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②のほうにうつります。自治体のデジタルトランスフォーメーションは、内

容によっては町民の暮らしと権利、地方自治のあり方に関わる重要な問題です

ので、町民の意思を踏まえてデジタル技術を導入することの是非について検討、

議論されるべきだと思いますし、仮に導入すべきとなったとして、導入する業

務の範囲や導入の条件、個人情報の取り扱いなどについて住民の合意を得られ

るよう丁寧に進めるべきだと考えますが、見解を伺います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） デジタル化によりまして町民さんの利便性が向上す

ることとなる反面、先ほど議員のご指摘がありましたように、個人情報の扱い

であるとか、どのように例えば本人確認を行うかなど、法律の制限を受ける課

題も出てくるかと考えられます。今後、国の動向もみながら、様々なご意見を

いただきながら、必要とされるデジタル化技術の導入を図っていければという

ふうに考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） おそらく町民の皆様にとっては、便利なことを手続きを

するうえでどれくらいのリスクがあるのか、どれくらい個人情報を提供しなき

ゃいけないのかということを、常にこれから天秤にかけながら判断をせまられ

る、そんなことだと思いますので。ただ、そういった事態にですね個人として

きちっと理解をして、答えを出せる。総務省のデジタルトランスフォーメーシ

ョン推進計画にもですね、デジタルデバイド対策を取り組むべきだという示し

があります。ということは、それを町民におまかせするのではなくて、行政と

してもきちっとＩＴリテラシーみたいな、その理解して操作できるような能力

を町民の皆様に身につけていただく、そういう施策も必要だと思うんですが、

そのへんについてのお考えはいかがでしょうか。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 
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森川総務課長。 

○総務課長（森川 直昭） 議員のご質問にお答えさせていただきます。 

いわゆるデジタル弱者というんですか、例えば一義的にまとめるのは悪いで

すけど、例えば高齢者のかたであるとか、なかなかそもそもその操作ができな

いというようなところで、やはりそのリテラシーに対しては、役場内でいろん

なその業務をしていく、当然職員もそれを育てていかなくてはならないと思い

ますけども、町民のかたについても、まずはですね簡単な手続きから、例えば

個人情報のいらない例えばものから徐々にですね、いっぺんにこうどうですか

というんではなくて、徐々にやっぱりそういうのをしながら慣れていただいて

やっていく。あるいは先ほどありましたように、最終的にはデジタル化するん

だけども、やっぱりこの部分は残しておかなければいけない。例えば、窓口に

来ていただいて、そこで例えばタブレットなんかを使ってやるとかですね、そ

ういったものも含めながら徐々にそういうようなのを進めていければという

ふうに考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） ぜひともですね、内部の業務効率化やサービスの改革だ

けではなくてですね、そういったリテラシーを高める施策についてもぜひとも

前向きにいただきたい。で、なおかつですね、ちょっと付け足していただくと

今冒頭にもありましたけども、スーパーシティ特区のですね、指定区域に皆さ

ん多気町としては名乗りをあげています。これはどうなるかわかりませんけど

も、それの結果によってはですね、規制緩和が行われますので、よその自治体

よりも一歩二歩前進したこのデジタルトランスフォーメーションというもの

が期待されるような環境に置かれますので、そうすると町民においてはですね

ますます混乱することが予想されますので、丁寧にですね、その辺は何がどの

ように変わっていくのかをですね、ぜひそのプロセスを、透明性をあげていく、

４月１日からですね、そういうことにちょっと従事をいただきたいなというふ
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うに思いまして、一番目の質問を終わらせていただきます。 

二番目、ふるさと納税についてです。令和２年度では９億円を超える寄付額

となり、大変多くの方からご支援をいただいている多気町のふるさと納税は、

自主財源を確保する取組であると同時に町のＰＲ手段であり、更には多気町と

継続的な関わりを持っていただくファンづくりであると考えます。したがって

寄付に対して返礼品を送り、そこで関係性を終えるものではないと考えますが、

見解を伺います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） それでは志村議員のご質問にお答えさせていただ

きます。 

ふるさと納税につきましてはですね、寄付額につきましては昨年対比９割増

の９億円を超えました。日本全国たくさんの方からご支援をいただきました。

令和２年度につきましてはですね、コロナ禍の中都市部でのＰＲ事業などは出

来ませんでしたが、返礼品の事業者のみなさまの努力とですね、ポータルサイ

トと連携した取り組みや寄付者への丁寧な対応などが実を結んだ成果ではな

いかと思っております。議員ご指摘の通りですね、ふるさと納税につきまして

は目的についてはですね、財源の確保というよりは町のＰＲと多気町のファン

づくりにあると考えております。その使途も含めてこういった取り組みに繋が

ればと考えておりますのでよろしくお願い致します。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） 今の答弁をお聞きすると、そういった方向については、

共有をされているというふうに思いますが、じゃあ具体的にですね返礼品を送

ってから、そのあとの寄付者との繋がりづくりについては今まで何かされてき

たのであるか、そのへんについてお願いします。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 
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逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） 寄付者との繋がりの件につきましてはですね、昨

年はコロナの関係でいろいろできないこともございましたけど、毎年東京の三

重テラスの方でですね、多気町ファン感謝祭というものを開催させていただい

ております。こちらにつきましてはですね、主に関東圏のかたを対象にですね

ダイレクトメール等を送りまして、ご招待をして新しい返礼品のご紹介とか特

に多気町のご紹介ですね、そういうことをさせていただいています。それと夏

の時期にはですね、そういう暑中見舞いを送ってご報告をしたりとか、それか

ら多気町でふるさと納税のですね、寄付金がどのように使われているかという

ことも主だったかたにはご報告をさせていただいて、多気町に来ていただくよ

うな取り組みをさせていただいております。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） 多少の努力をされているような認識を持たせていただき

ましたけども、過去 10 年間取り組んでくる中でですね、延べ数えてみると５

万件を超えるぐらいの方からの寄付をいただいておると思います。つまり５万

件ですから実際それがご夫婦であったり、ご家族であればですね、倍、あるい

は３倍４倍の人数の方がこの多気町を応援していただいているということで

ございます。その辺のですね、人数を鑑みるとものすごい方がこの多気町と関

りを持っていただいている。それが三重テラスでですね、ファン感謝祭で全て

が補えるかというともう少し不足しているのかなあというふうに思いますし、

担当の方の自助努力で頑張るという以外にもですね、多気町としてもっと政策

的にきちんと取り組むべきだろうなという気がしています。で、ここで皆さん

に一例としてご紹介さしあげたいのが、北海道に人口 8,000 人ほどの東川町と

いうまちがございます。ふるさと納税の実績としては、令和元年度で約５億円

といいますので、多気町と大きな違いはないかなと思っておりますが、人数は

多気町のまあ半数ほどの 8,000 人でございます。この北海道の東川町はですね
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寄付者をまちの未来に投資していただいた株主と位置付けておりまして、株主

証が発行されております。多少楽しいようなことも付加しているんですが、大

事なことはですね、あくまで一緒にまちをつくっていく、そういった寄付者の

方々と私たちは一緒にまちをつくっていくんだという、そういったことでです

ねそういった株主を制度を設けている。株主はですね返礼品とは別にまちの公

共施設が町民価格で使用できたり、さらに 1 万円以上という条件付きではあり

ますが、寄付をいただくと町営の宿泊施設に年間２泊まで無料で利用できたり

と、様々なサービスをこしらえながら、実際まちに来てもらえるような、そう

いう株主の特権をつくっております。で、こういった更にですね、寄付金を財

源とする事業ですが、これは株主事業と位置付けておりまして、必ず株主もな

んらかの形で関われるような、そんな事業を認定しております。例えば、この

東川町は、ぶどうのワインが特産品だそうなんですが、このワイン振興事業で

は町内に限定販売されるワインをですね、株主限定で購入できるような仕組み

をつくっておったり、あるいは株主専用の宿泊施設をこの寄付金を財源にした

事業として取り組んでおられたりと、ゆうことでこの寄付された方も引き続き

この東川町に関わって訪れて応援できる返礼品とはまた別にですね関われる、

そんな仕組み制度を設けてあります。ですので、この東川町のふるさと納税の

ですね実績を見ますと、毎年徐々にではありますが右肩上がりを続けておるよ

うです。この担当の方もですね、株主と一緒にまちを育てていくという趣旨を

当初から徹底しておるそうですし、ふるさと納税を寄付者との関係の始まりで

あるというふうにとらえているそうですので、寄付額のですね増加に一喜一憂

するのではなくて、やっぱり寄付者とどのように関係を深めていくかというこ

とが、ぜひともこれから皆さん真剣に考えていただきたいなというふうに思っ

ておりますし、町長が今年度のですね施政方針でもおっしゃっていましたよう

に、移住推進それから定住推進関係人口拡大していくんだというようなことを

実現するためには、このふるさと納税の寄付者とどういうふうに関係をつくっ

ていくかということが大変重要な考えだというふうに思っておりますので、非
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常にこの東川町の取り組みは参考になるんではないかなあというふうに思っ

ています。このように事業のですね寄付の財源を事業に反映するようなところ

まで、これから検討の余地があるか、あるいは今までにもうそういった検討を

されてきたのか、ちょっとその辺だけご回答いただきたいなというふうに思い

ます。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） 議員からご紹介いただきましたですね、その件に

つきましてもですね、また参考に今後のことも考えさせていただきたいという

ふうには思っております。寄付者との繋がりにつきましてはですね、特にここ

近年ですね、特定の方がご寄付をいただいておるというようなこともございま

してですね、多気町でも特定の金額以上の方をご招待して、都市部でミーティ

ングをやってみたりとかですね、それから昭和女子大学とはですね特に共同型

インターンシップというものをしておりまして、こちらは昭和女子大学の方を

ですね多気町にお招きをして、昨年はちょっとできなかったんですが、多気町

のことを知っていただいたうえで、都市部でのそういう特定の方対象にですね、

そういうＰＲ活動をしていただいたり、というような活動もしております。今

年からですねふるさと応援基金というのをつくっていただきまして、こちらの

ほうに、ふるさと応援基金として寄付金をですね使うにふさわしい事業につい

てですね、特定財源として基金を充当して事業をしておるということでござい

まして、特に農林商工課ではですね地域特産品の開発であったりとか、それか

ら今回次の質問にありますように、Ｐｏｋｋｅというですね、多気町をＰＲす

る音声ガイドですね、そういうものを開発したりとか、そういうことにこの基

金を活用していくというようなことをしておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 
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○２番（志村 和浩） 最後に町長にもちょっとお伺いしたいです。僕も先ほど、

町長の施政方針にもあったようにですね、定住促進移住促進、それから関係人

口をこれから増やしていくんだという取り組みの中で、このふるさと納税とい

うのは、非常に大事なことだと思いますし、それなりに成果を上げている事業

ですので、もう一歩二歩前進してですね寄付者との繋がりを密に取り組めるよ

うなことをですね、多気町としても取り組んでいただきたいというふうに思い

ます。町長のその辺のご見解を伺いたいと思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 担当課長のほうも申し上げましたように、まず一番は今

多気町と連携をしていただいてます昭和女子大学、東京の方ですけども。ここ

と、去年は出来なかったんですけども、三重テラスの方で一緒に連携をして呼

び込みもしながら多気町をＰＲさせてもらっております。私も毎年お邪魔をさ

せていただいて、特に大手企業さんとか、町と関わりのある企業さんを通じて、

いろんな人に情報発信していただきながら、下のレストランで食事をやったり、

それから二階で催しの時には地元の農家のおばちゃんってゆうたら怒られま

すけども、女性のかたが行っていただいて、とろろご飯を提供したり、次郎柿

を皮をむいて食べていただいたり、こんな取り組みをさせていただきながら、

ずいぶん多くの人が来ていただいてます。ただ、これは来ていただいた人だけ

ではなしに、その方々から多くの人に発信もしていただいておりますので、多

く寄付者が増えているかと思います。平成 23 年、４年頃は 10 万くらいのふる

さと納税の寄付しかありませんでした。その当時はまだ企画でやっておったん

ですけども、私のほうからちょっと気合いを入れさせていただいて、よそのま

ちに負けない、一番の目的はやはり課長申し上げましたように、多気町の美味

しいものを良さを発信していこうということで、ずいぶん今まで担当者のほう

で努力をしていただいて、今に繋がったと思います。これから限定ですけども

一応、何年かの期間を設けて効果をみていこうということで、時限定で今回そ
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ういう移住定住、それから子育て応援を取り組みました。今後もよければ続け

ていただければと思っております。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） まもなく新年度のふるさと納税もまた始まりますのでで

すね、また近いうちにこういうことに取り組むことにぜひさせていただきたい

というようなご報告もですね、ぜひ期待しておりますので、ぜひ前向きにまた

進めていただければと思います。 

次にうつります。三井高利生誕 400 年についてでございますが、既にご存知

の方が多いと思いますが、来年は三井グループの礎を築いた三井高利生誕 400

年、そして再来年が江戸に越後屋を開業して 350 年であり、三井グループにと

っては記念すべき年となります。三井高利の出身地である松阪市ではこれに合

わせて記念事業を予定しており、市街地活性化の契機と位置付けていますが、

実は多気町も三井高利とは縁があり、無関係ではありません。三井グループの

広報委員会も「三井家商いの始まりを支えた女性たち」として紹介しています

が、三井高利の母、殊法（しゅほう）は多気町丹生の商家・永井氏の娘として

生まれ、大変優れた商売感覚を持っていたと伝えられています。松阪の三井家

に嫁いだ後も店を切り盛りし、実質的に越後屋を支えていたのは殊法であった

ようで、そうした商人として輝いていた母を見て育ったことが、後の高利が商

才を発揮した理由の一つであったと言われています。このように殊法は、三井

家の「商いの祖」と呼ばれているほど、三井グループの発展に欠かせない人物

であった訳ですが、多気町では積極的なアピールがされていないように感じて

います。今回の記念すべき年を契機として捉え、松阪市や三井グループと連携

した記念事業の実施や、次世代の殊法を育んでいくような学びの場づくり等に

よって、多気町の郷土教育の拡充や更なる関係人口の創出に励んでいくべきと

考えますが、見解を伺います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 
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逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） それでは、ただいまのご質問にお答えをさせてい

ただきます。三井高利の母殊法の功績につきましては、議員述べられたとおり

でございまして、先日リリースしましたＰｏｋｋｅですね、多気町の観光音声

ガイドでございますが、こちらの「多気町謎解き街歩き」の中でもですね、一

部触れております。松阪市のほうからですね、三井高利ゆかりの地であります

東京日本橋、それから京都と連携した取り組みを誘われております。特に具体

的な方策はですね、今の現在あるわけではございませんが、今後詳細について

は検討する予定でございます。また、それに伴ってですね、学びの場づくりに

つきましてはですね、商工会と連携した取り組みを予定しております。以上で

ございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） 先ほどのご答弁で、松阪市、あるいは京都府、三井グル

ープ含めてですが、お誘いもあるというようなことでしたけども、実際にすで

になんか一緒に連携事業をするという合意形成があったという理解でよろし

いでしょうか。 

○議長（前川 勝） 答弁を求めます。 

逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） 具体的にお誘いいただいたのは、松阪の観光協会

からお誘いいただきまして、松阪を通じて今京都、それから日本橋と話を進め

ておるというところでございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） それからご答弁で商工会と学びの場ということも、今発

言がございましたけども、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 
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逵農林商工課長。 

○農林商工課長（逵 武彦） こちらのほうもですね、三井高利のお母さんの殊

法を題材にしたというよりはですね、今やっております多気の仕事人ですね、

こちらのほう月の１回のリリースで２人ずつ商工会の会員さんが中心なんで

すが、そういうご紹介をしていただいております。商工会の事業でしていただ

いてますが、こちらはですねＹｏｕＴｕｂｅのチャンネルをビデオ化して、そ

れを基にですね、その職業体験であったり、学校の教材であったりというよう

なことを活用していただこうと、今現在そういうビデオを撮影をしている最中

だというふうにお聞きしております。その中でですね、例えば商売起こすこと

はどういうことかとかですね、今までの職業体験やそんなこと、そういうこと

ではなくて、そういう商売とか起業とかいうことはどういうことなのかという

ことを学習するような機会になればというふうには考えております。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） まだ時間がございますので、いろいろな視点で検討を進

めていただければとは思いますけども、考え方としてはですね記念すべき周年

事業としての単年度で集中的に取り組むイベント的な事業と、それから今回を

契機に長い目でですね継続的に取り組む事業と、おそらく二つあるだろうなと

思います。で、今、商工会とご紹介いただいた学びの場というのは継続的な事

業だと思いますので、なおかつですねそれが、多気町の業を起こす起業のほう

にですね結び付けられるような、そしてまた業を起こした方々を多気町として

も応援していくようなですね、そういった制度設計とともにですね、動かして

いただきたい。そんなふうに思いますし、私郷土教育というふうにちょっと申

し上げましたけれども多気町の小中学校でですね、自分たちの地域にこれだけ

素晴らしい方が輩出された。それが日本の三井グループの礎を築いたというこ

ともですね、ぜひとも教育の中でも取り組んでいただきたいというふうに思い

ますが、通告書には教育長あるいは教育課の名前は掲げてませんけれども、少
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し教育の面でですね、この三井家を契機にした取り組みについて伺いたいと思

いますがお願いできますでしょうか。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは志村議員の質問にお答えさせていただきま

す。学校教育というところの質問ではございましたが、まず私のほうからです

ね、郷土教育また社会教育というところの取り組みについて報告のほうをさせ

ていただきまして、志村議員言われるようにですね、学校現場においてもそう

いった取り組みはできるものと考えておりますので、そこらへんにつきまして

はですね、教育長のほうからまた答弁のほうをさせていただきたいと思います。

昨年、議員もご存じのとおり丹生の神宮寺仁王門の落慶記念ということでです

ね、昨年、郷土資料館の企画展においてですね、ふるさとの宝ということで、

丹生の歴史と文化という企画展のほうをさせていただいております。その中で

一部ではございますが永井氏を紹介のほうをさせていただいております。また、

三井氏生誕 400 年ということで、令和４年度になるんですが、令和４年度の第

１回目の企画展においてですね、伊勢商人という企画展を予定をしております。

その中で一部ではございますが、永井氏を紹介する予定をしておるところでご

ざいます。私のほうからは以上でございます。 

○議長（前川 勝） 橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） それでは学校教育につきましては私のほうからお答え

のほうをさせていただきたいと思います。学校におきましては現在小学校４年

生の社会科の学習におきまして地域教材を扱っておりますので、先ほど継続と

いうふうなこともありましたけれども、常に４年生が地域の学習をしている。

その中のひとつとして、取り入れることは可能だというふうに考えております

し、また小中学校を含めて地域学習、総合的な学習の場、それからコミュニテ

ィスクール等を含め、地域のことについてはそれぞれの発達段階に応じまして

計画的な取り組みをそれぞれの学校でしているというところがあります。ただ
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先ほどから言われております、三井高利生誕 400 年という非常に学びについて

はいいタイミングだというふうに思っておりますので、そこを深く掘り下げる

最初の年になるのかなというふうに思います。その取り組みのひとつとして、

またそれぞれの学校にｉＰａｄが導入されるというふうなこともあって、子ど

もたち一人ひとりが自ら学ぶ、調べていく、また発表するという機会にも繋が

ってくるのではないかなというふうにも思います。その中で地域のかたからの

ご協力をいただけるとありがたいなあというふうに思います。なかなかこう、

画面越しにペーパーだけでていうふうなことでは子どもたち、興味を持つこと

がなかなかできないと、やはり実物あるいは、それを知っている方からのお話

を聞く機会というのも非常に大切だなあと、また地域での生誕祭に向けた取り

組みというのもなんらかの形であろうかなというふうには思いますけども、そ

ういうところも含めて学びの場をそれぞれつくっていきたいなというふうに

思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

志村議員。 

○２番（志村 和浩） ありがとうございます。特に学校教育に関しましては、

今、コロナの影響では昨年も中止になってしまいましたけども、日本橋のほう

に修学旅行を兼ねてですね三重テラスの場所を借りて勢和中学校などは、そこ

で総合研修も行っております。今年来年とどうなるかまだわかりませんけども、

日本橋に訪れる機会も、もしあるとするとですね、ぜひ、こういうような契機

というものは有効に活用できるものかなあというふうにも期待してますので、

またそんなこともですね、ぜひご検討いただいて、またいい報告を伺いたいな

というふうに思っております。いろいろ申し上げましたけども、結論はですね

商工観光という観光まちづくりだけの視点ではなくてですね、教育の面からも

いろいろな地域の面からもですね、いろんなところから、この来年再来年に迎

える、この三井の周年をですね迎えていただきたい。そしてそれを多気町の永

井殊法さんを検証する以外にも、商いのまちというようなところをですね、も



 76

う少し前面に立った制度設計ですとか、そういった人材を育成する、そしてそ

ういった方々を継続的に応援する、そういうところも含めてですね、多気町全

体で取り組んでいただきたいなというふうに思っておりますので、そこも期待

を込めて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（前川 勝） 以上で、志村議員の一般質問を終わります。 

 

（１番 松浦 慶子 議員） 

○議長（前川 勝） ６番目の質問者、松浦議員の質問に入ります。 

１番、松浦議員。 

○１番（松浦 慶子） それでは、１番。マスク外させていただきます。それで

は、１番、松浦慶子の一般質問をさせていただきます。私の一般質問は、１点

でございます。学校教育のＤＸ化について、一問一答でさせていただきます。 

  今回の一般質問では、前回の 12 月定例会に引き続き「GIGA スクール構想」

の中の４点について、さらに深く当局の考えを伺います。 

  文部科学省が進めます「GIGA スクール構想」の目的は、１つ目、特別な支

援を必要とする多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適

化され、資質や能力が一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現する。２つ

目、これまでの教育実践と最先端ＩＣＴのベストミックスによって、教師と児

童生徒の力を最大限に引き出す。この２点がですね、文科省のホームーページ

やどのような資料を調べても、前回の２月 26 日の全協の教育課からいただい

た資料の中でも、この２点については書かれておりました。 

 ＤＸ化、デジタルトランスフォーメーション化についてですが、デジタルト

ランスフォーメーションの略語であり、企業がＩＴを活用することによって組

織やビジネスモデルなど、企業文化や風土など広い範囲のものを変革すること

で優位性を確立することだと経産省が提唱しているものです。私は、この学校

教育においてもＩＣＴという情報通信技術が、GIGA スクール構想の本当の本

来の目的、先ほど述べました２点を現実のものとする期待をもって質問に入ら
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せていただきます。 

  １つ目、12 月の一般質問の答弁の中で、タブレット端末 iPad は各家庭に持

ち帰ることはできないとありました。組合立多気中学校におきまして、家に持

ち帰ることができる松阪市の生徒と当町の生徒、また高校選抜、高校受験です

ね、においては勢和中学校の生徒も含め、教育の公正さを損なう結果になるの

ではと危惧をしております。また、GIGA スクール構想の本来の意図とも異な

っていると考えますが、今後どのように対処していかれるのか考えを伺います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは、松浦議員のご質問にお答えさせていただ

きます。 

令和３年４月より、児童生徒一人一台 iPad が導入されますが、日々の授業

の中で活用しながら教職員も児童生徒も iPad に触れてみて、慣れていく、ま

ずはやってみることで、より有効な利活用につなげていく必要があると考えて

おります。慣れる期間が必要ということで、12 月の定例会においては、教育長

が現状では日常的に家庭に持ち帰ることは想定していませんと回答させてい

ただいたところではございますが、現時点では、慣れる期間を経て夏休み頃を

ですね目途に家庭に持ち帰ることを想定をしております。 

  また、国は一斉の臨時休業は行わないとしておりますが、今後は危機対応の

一環として備えおく必要があると考えておりますので、一人一台導入される以

上、一斉休業が行われたときには、iPad を活用した形での学習保障が求められ

ますので、ＺＯＯＭも含めてまして危機対応の一環として、どの学校でもでき

るよう進めていく必要があると考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○１番（松浦 慶子） そうしましたら、令和３年度の夏休みくらいからという

ことで、持ち帰り学習ということをまぁやっていただけるという答弁をいただ
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きました。ちょうどこの通告期間に私がこれを一般質問の通告書を作成してい

る時にですね、２月 16 日でした、文科省の萩生田大臣がタブレット持ち帰り

を前提にした有効活用、今答弁してくださった内容の会見がございました。そ

の際にですね、持ち帰るためのルール作り、これがまぁ一番大きな今後の課題

になってくるんではないかなぁというふうに。まぁこれについては、各自治体

で策定していくというふうなお話がございました。まぁそれに伴ってですね、

そのチェック体制は国のほうで３月末までに用意するというふうに述べられ

ておりました。まぁちょっと私個人的な感想では後手後手になって回っている

のかなぁというふうには思いましたけれども、まぁまぁこれは前向きな国の方

針ということで捉えましてですね、今後その多気町のこの持ち帰り、タブレッ

ト持ち帰りについてのルール作りをどのように考えられているのかっていう

のを、まぁ少しちょっとお伺いさせていただきます。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは、ご質問にお答えさせていただきます。４

月からの iPad 導入に向けまして、今学校現場のほうとですねルール作りを進

めているところで、概ねそういったルール作りはできているところでございま

す。児童生徒の iPad の使用のルール作り、また４月からの運用につきまして

運用規定も概ねできているところでございます。そういったところで、今後４

月から生徒児童が１台使っていくわけですけども、そういったところで、保護

者の方に対しましても、運用規定をご確認のほうさせていただきながら、同意

書のほう取らさせていただきまして、進めていく予定をしておるところでござ

います。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○１番（松浦 慶子） 保護者の方っていうふうなことも出していただきました

けども、やはりこれは本当にこれまでの宿題だったり家での子供の様子がまぁ
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多分もう一変すると思うんです。で、保護者の方も戸惑いは多々あると思いま

す。そこはしっかりとですね、協力しながら、保護者の方と教育委員会、学校

と協力していただきながらですね、やはり忙しい夕方にこれまでの宿題だった

ら自分でやっていたのに保護者の手がかかってくるようなことも多々あると

思います。そうすると保護者の方は前の宿題のほうが良かったなぁというよう

な思いを持たれる可能性もありますので、そこはしっかりですね、今は定着す

るまでの過渡期というふうな考え方を持って、時間はかかると思いますがしっ

かり子供の未来を見据えてですね、そういうことも見守っていっていただきた

いなぁという想いを込めて、この質問をさせていただいたわけですが。ルール

作りですけれども、これをまぁ各市町で策定していくわけですけれども、これ

が今度日本全国の教育委員会の策定になってきますと、これがまたバラバラに

なってくる可能性があります。で、まぁ一つの市町はとても楽しくルール作り

がもうちょっと緩やかでがんじがらめじゃない形でありますと、やっぱり子供

は楽しくねワクワクしながらそれを使っていく、どんどん進んでいく、これが

自立に繋がっていく可能性ていうこともありますので、ぜひ大きな外枠はです

ね、有害のフィルタリングだったりとか個人ＩＤやパスワードの管理の仕方、

そういう大事なことは子供、児童生徒を保護するようなルールがしっかり大枠

は決めていただくのは大切だと思うんですけれども。中の細かいところですよ

ね、そういうところはなるべくその児童生徒、子供達に主体性を持ってもらっ

て、うまく活用していただくような形のルールにしていただきたいなと思って

おります。ま、これが全くまぁ年間もう３回ぐらいしか使わなかったよとか、

そんなふうなことにはならないように、まぁしっかり自分達でルール作りを決

めていっていただきたいなというような考えを持ちまして、この質問をさせて

いただきました。まぁぜひ今後の課題でございますので、そこはしっかり学校

との話し合いも進めていただいて、多気町の形のルール作りを決めていただき

たいと思います。そのお願いいたしまして、次に入らせていただきます。 

  ２点目、教育ＩＣＴがなぜ進められることになったのかを調べてみますと、
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総務省の資料によりますと、地理的制約や心身の障がいや貧困など様々な困難

を抱える子どもたちの学びを支援するツールだと書かれております。特に特別

支援学級で学んでいる児童生徒のタブレット端末 iPad を支援ツールの一つと

して、一人ひとりの対応を強化するべきだと私は考えております。心身に障が

いのある児童生徒へのＩＣＴ支援対応について、教育長、まぁこれは福祉に関

わってくる問題でありますので健康福祉課長も、今日はお休みでございますが、

まぁちょっと他の方、町長でもよろしいですので、考えをお伺いいたします。 

○議長（前川 勝） 橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） まず私のほうから、お答えのほうさせていただきたい

と思います。 

特別支援学級の児童生徒への支援方法につきましては、一人ひとりの適性に

応じた教材教具やＩＣＴ機器を活用することがこれからますます必要不可欠

となってくると思われます。また、それらは、彼らの困難さを軽減したり、可

能性を広げるものになるとも考えます。今後、積極的にＩＣＴ機器やタブレッ

ト端末等を有効活用していく必要が必ずあると考えています。町内の小中学校

におきましては、個々の特性に応じたＩＣＴを活用した学習は、今現在進行形

で取り組みを実践し、効果もあげているところでございます。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○１番（松浦 慶子） 町長のお考えは、いかがでしょうか。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） ちょっとあのぅ、もう一度教育長のほうから説明をして

いただきます。 

○議長（前川 勝） 橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 先ほどの説明の続きとして、具体例等をちょっとお示

しをさせていただきまして、町としてのこう考え方ていうふうのをこう触れさ
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せていただきたいと思います。具体的に、全ての子供達に iPad の活用という

ことで、これを積極的に進めていく、これはもう町としての考え方でございま

す。具体例といたしまして、現在取り組んでいるものとして、地図のアプリあ

るいは時計アプリ、算数アプリ、あるいはインターネットはもうすでに検索を

しながら色んなのものを調べるという作業もしております。また、外へ出て写

真を撮影したり等、そのような活用も今現在授業では進んでおります。それら

をもとに、この iPad をまた活用していくということで更なる拡がりが出てく

るのではないかなというようにこう思っておりますし、更に、今後空間認知で

あったり、あるいは作業的な学習であったり、言語能力の育成、あるいはゲー

ム形態でカタカナあるいは加算学習のアプリ、あるいは音節認識機能のあるア

プリも活用しながら進めるっていう方法を、特別支援学校の高等学校の先生か

ら指導をしていただいたり、あるいは連携をしながら協力も、実際に学校に来

ていただいてしておるという実践例もございます。このように、障害種別のま

た合理的配慮の観点からも、このタブレットというのは様々な使い方が可能や

ということで、文字を拡大をしたり、ふりがなが振ってあったり、あるいは音

声の読み上げがあったり、また肢体不自由の生徒にも昨日担任の先生にも確認

をさせていただいたんですけれども、やっぱりこうなかなかこう想いがその子

の想いが把握できなかったり、あるいは先生の言いたいことがなかなか伝わら

なかったりということで、非常に一年目は苦労されたそうですけれども、それ

をこれから iPad を使ってどのような対応ができてくのか、またその子の成長

を録画しながら成長度を保護者の方にお伝えをさせていただいたり、あるいは

学校間の共通認識というふうな形でも扱うことができるということで、しっか

りと全ての学校での取り組みを進めていきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○１番（松浦 慶子） 学校のほうにも確認していただいたということで、あり
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がとうございました。まぁ町長のご答弁が無かったのは非常に残念でございま

すが、あまり関心事ではないような感じがいたしました。ですよね、というこ

とで終わらせていただきますが。いいんですか、してくださるんですか。 

○議長（前川 勝） はい、進めてください。 

○１番（松浦 慶子） まぁ今、教育長がご答弁いただきましたように、技術革

新というのはですね、支援の技術ですよね、支援技術が時間をかけてそれが主

要な技術になるというところがまぁこれまでの歴史の中でもたくさんのもの

がそういうふうな形で進化していたわけでございます。そういうところも含め

てですね、もともとはやはり支援の技術をしっかり見つめていただきまして、

この GIGA スクール構想の中の個別最適化、誰一人として子供を取り残さない

ということのこの２点におきまして、しっかりとやっていただきたいと思って

おります。今もしてくださったようにユニバーサルデザインのことだったりと

か、発達障害の子供達が非常に増えていっているというふうにこの現実がござ

いますので、しっかりそこの発達障害のＡＳＤだったりとか、ＡＤＨＤですか、

そういう方たちのサポートを、ぜひここが公のサービス、行政がしないと誰が

するんだという想いで私は持っておりますので、ここはしっかり当町でもやっ

ていただきたいと思いますので、まぁ療育のほうも多気郡の３町で療育センタ

ーを造って今度４月から始まりますけども、まぁ療育も含めてですね、そこの

福祉と教育課というところの連携をしっかりとっていただかないと、やはり保

護者の方たち、また教職員の方たち、やっぱりそこが手薄になってくる仕事の

業務ていうところがですね、まぁそこに特別支援学級のほうに手をかけれない

ことになってきますので、県との協力体制も必要でございますが、しっかり町

としての仕組みを作っていただきたいなというふうに考えております。 

それでは、次に進みます。現在、当町の小中学校において約十数名の不登校

の児童生徒がいると聞いております。誰一人として取り残さないという目的か

ら、タブレット端末をひとつの手段として、学校や相談窓口などとつながるこ

とや学習支援ができるのではないかと考えますが、教育長の考えをお伺いいた
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します。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 先ほどのご質問にお答えさせていただきます。令和元

年 10 月の文科省の通知文書に「不登校児童生徒への支援の在り方について」

がございます。その中には、「ＩＣＴを活用した学習支援」について触れられ

ております。町内各学校では、従来からの基本であります担任による「家庭訪

問」や日々の保護者との連絡を通して家庭や子どもとのつながりを重視した対

応を行なうとともに、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、

健康福祉課等との連携したケース会議を持つなど、専門家の意見を取り入れた

取組も行っているところでございます。また、これからＩＣＴを活用した学習

支援につきましては、すでに学習用のアプリやインターネット検索などの情報

収集にも取り組んでおり、今後、対象家庭とのさらなる連携と児童生徒の特性

を見極めたうえでの、より丁寧な進め方が大切だというふうに考えております。

以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○１番（松浦 慶子） 教職員の先生の皆様には、やはりそのなんて言うんです

か時間外の仕事もあると思います。そこには各家庭の不登校の生徒さんのほう

のところに訪問していただいているというようなことも頭が下がる思いでご

ざいますが、やはりこれからですね、色んな家の事情、本人の考え方、保護者

の考え方によって、学校教育についてどういう形で不登校になったのかってい

うのは原因ていうかそういう事情は様々だとこれから増えていくんじゃない

かなというふうに思っております。やっぱりそこの、公の教育がまぁこれから

変わっていこうとしておりますが、ある論文にはですね、明治以降から体質が

変わってないんじゃないかっていうようなお考えの文章も読まさせていただ

きました。140 年変わってないんじゃないかと。教育の、教室のレイアウトと
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かですね、なんかそういうものらそうですけれども、私もちょっとあんまりよ

く分かりませんけれども、そういうところでこのインターネットが発達してき

たこの時代において、距離を網羅できるというようなこのＩＣＴ教育でござい

ますので、しっかりそこを不登校という言葉をなくしたいというふうに私は思

っております。その 2017 年ですけれども、私もこれ知らなかったんです、教

育機会確保法ていう法律がありまして、施行されまして、不登校の児童生徒や

国や自治体が支援するということが明記されたと。で、その登校のみを目標と

しない。多様な学びの場の重要性ということが認められた。学校に行くことが

義務教育ではないんだということが書かれている法律だそうです。まぁそうい

うことも何が義務教育なのかっていうことを考えてみますとですね、保護者が

その児童生徒、子供を教育させる義務、教育を受けさせる義務、その義務教育

なんだと、ていうことなんです。学校に行くことが義務ではないていうような、

教育を受ける権利はありますけれども、その義務教育についてやっぱしっかり

考えていかないといけないんじゃないかなというふうに、これからこういう時

代になっておりますので、Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 というような時代になっており

ますのでですね、まぁそこをしっかり確認していただきたいと思います。そこ

で、一番気になるのが、不登校になったと、学校に行けなくなったと、そうす

ると義務教育のこの小学校中学校でどのような扱いになるのか、卒業できるの

かどうか、その辺は多気町のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） 答えをさせていただきます。まず松浦議員が最初に学

校現場、明治以前より変わっていないのではないか、まぁレイアウト、外見的

なところ、ただ私が教員をし始めた頃、その頃は不登校と言わずに登校拒否と

いうような言葉を使っておりました。そしてまた、教員はその子供達に対して

どのような対応をすればいいのか、一番いい方法は家まで行って、朝家まで行

って、布団をはがして無理やり学校へ連れてくる。学校へ来たらそれでええん
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や、というそれが正しい方法なのだということを教えられてきました。そして

また、実行された先生方もあります。よぅ連れてきたな、これで続くやろう。

しかし結果はなかなかそうではない、余計引き籠ってしまうという現実がござ

いました。その中で、10 年、十数年前から先生方の考え方は、子供を中心にと

いうことで大きく変わってきたということは私も現場にいた時に大いに感じ

ました。ただ、どのような対応をそれぞれの子供達にしていくのがいいのかと

いうことで、かなり悩まれた時もありました。ただ今は、県の教育委員会にも

専門家がスクールカウンセラーであったり、あるいはスクールソーシャルワー

カーであったりというのが、年々多く配置されるようになりましたし、この多

気町にもかなり来ていただく、各学校にも来ていただく回というのが増えまし

た。先生方がその子供達に対してどのような対応をしていけばいいのかってい

う悩みを相談を聞いていただいて、そしてその子供達に合った対応というのを

さしていただいているというのが現実でございます。大きく教育は変わってお

ります。そのことを少し押さえさせていただいたということで、申し訳ありま

せん。質問の中にございました、卒業できるのかということにつきましては、

子供達は次の学年にも進級することが可能でございます。また中学校から高校

へ進学する生徒も不登校の子供達の中でたくさんございます。私が現役時代に

進路担当をしておった時も、例えば県立高校の中には、直接私が高校の担当者

に「この子はちょっと学校の欠席が多いんですけども、高校行ってから少し不

安はありますけども」。向こうの担当者が答えていただいたのは、「全然関係な

いです。子供達、高校行ったら変わります。そういう姿を見ております。」て

言われた先生もおります。また、私立の高校につきましても、それを専門に対

応してくれる先生がきちっといます。また、校長自らがそういう子供達を引っ

張る、学校全体が支えるという形をとっておられる。やはり、大きく、大きく

変わってきているなぁというような気持がございます。多気町といたしまして、

中学生の子供達の進路の妨げにならないような形をしっかり保護者とも相談

しながらとらせていただいておりますし、その子の夢をしっかりと追究をさせ
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ていただいて、満足していただける進路先を選んでいただいているのではない

かなというように思っております。そのようなことで、子供達が希望したとこ

ろへ現実については入学試験はございますけれども、それを突破するために３

年になってから、あるいは気持ちが変わって学校への出席率が増えるという生

徒もたくさんございます。そうなっても当然家庭との連携、協力があったこそ

だというふうにこう考えております。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○１番（松浦 慶子） 教育長、ありがとうございました。教育長の熱い想い、

保護者の方達は安心してですね、学校へ行くことだけではなくて、家庭で不登

校で心配されている保護者の方もおられると思います。そういう方達の保護者

の面も含めてですね、そういうふうなこともサポートしていただければと思い

ます。あのぅちょっと小学生と中学生で、地方と国の予算ですよね、それを平

均的な日本全国の平均的なことを調べてみますとですね、公立学校で一人当た

りの年間教育費、小学生で約 25 万円、中学生で約 30 万ぐらいの一人当たりか

かっておると、まぁ充当されておるというふうなこともございます。だからそ

ういった多気町がどのぐらいか分かりません、えぇと児童生徒が少ないのでも

う少し大きくなるのかなぁというようなことも。まぁでも全体的な規模は少な

かったらそれに見合って少なくなる可能性もありますけれども、そういった予

算も地方の町の割合を 30％として計算するとまぁそのぐらいの予算になると。

だからそういったものをですね、やっぱり学校に行けないその学校には無いス

ペースで居場所を作ったりとか、そういうようなこと、もしくはそういうよう

な何ですかね後ろ向きな不登校というようなことではなくって、例えば他の学

校に、他のフリースクールだったりとか、インターナショナルスクールだった

りとか、色んな学習、家庭で学習するホーム何とか、そういうふうな色んな学

習方法があるので、そういうことも認めていきながらですね、そういう多気町

のそういう何ていうか不登校っていうことではなく学校に行けない子達の考
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えも認めていただきたいなっていう想いを持って、この質問をさせていただい

たところでございます。こないだ教育長の２月 26 日の全協の中の、多気町の

学校の指針て言うんですか、学校教育の指針の中にも自立と共生ていう言葉が

ございましたので、そういったこともしっかり見据えながら、自立というのは

あれですけれども、自分の力で自己を実現するというような力を付けていく、

ということですよね。そういったことも踏まえて、共生っていうのは社会で社

会に参加して社会に多様性を認めながら自分の意見もしっかり言っていける

ようなことだっていうふうに認識しておりますが、その辺について思いながら

ですね、ぜひここをしっかり多気町の考え方を発信していただきたいと思いま

す。 

  そうしますと次に４番目に入らせていただきます。令和３年度４月から当町

行政内にデジタル戦略室デジタル戦略係といった新しい組織が立ち上がる予

定でございますが、１月 20 日の議会全員協議会において、他の課の支援やＤ

Ｘ化計画推進などを担うと説明がありました。その中で、教育課の学校教育に

おきまして、どのような横連携を想定されているのかお伺いいたします。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） お答えをさせていただきます。各校の教科学習、総合

学習、中学校の職業体験、今後２～３年後には町内で全ての学校で設置を予定

しておりますコミュニティスクールの取組等を推進するうえで、地域の各種情

報の収集は不可欠であるというふうに考えています。また、地域とともにある

学校づくりには、地域への貢献、ボランティアを含めた地域学習を推進する必

要があるとも考えております。来年度、デジタル戦略室デジタル戦略係が設置

されることで、教育課と他の課との連携がよりスムーズに効果的に行えること

を期待をしております。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 
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○１番（松浦 慶子） 先ほどの志村議員のご質問の中にもありましたので、そ

の部分はぜひ今後やっていただきたいと思います。それとですね、教育課、学

校教育についての情報発信をしっかりやっていただきたいなと思っておりま

す。これはホームーページに限らずですね、色んなところで調べてみますと、

多気町の教育はどういうものなのかっていうのがあまりこう目に触れること

が少ないような気がしております。今後例えば、移住定住促進施策をされるこ

とになりますけれども、ここでもやはり子育て中の若い世代のご家族だったり

が移住定住をしてくださることに施策というふうにはなっておりますけれど

も。そういった中で子育て支援はやっていただけるというふうなこともありま

すけれども、もう一つ、その次ですよね。すぐもう教育っていう問題になりま

す。そやから教育、この町の教育はどんなんなんだろうかなぁっていうところ

はかなりの重点ポイントだと私は考えております。こういうことをしてくださ

ってるんだなぁ、先ほども申しましたように、障害の児童だったり不登校だっ

たりそういう問題がある、保護者の方が心配されるようなことがあった場合で

すね、あ、この町ならこういうことをしっかりやってくれてるんだなっていう

ことを、やはり移住定住の施策の中に一つの大きな重要ポイントだと思います

ので、しっかりこの教育についての学校教育についての情報発信をしていただ

きたいなというふうに考えておりますので、それも少し時間がありますのでそ

れについてお考えがありましたら、よろしくお願いいたします。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

橋本教育長。 

○教育長（橋本 弘司） ただいまのご質問にお答えさせていただきます。教育

課からの情報発信というところですけれども、実際おっしゃられたようにその

発信っていうのは少ないというのは事実でございます。今後まぁホームーペー

ジが作成される中でどの課もそうだと思うんですけれども、それぞれの課の特

徴を活かしまして町のそういう施策へのバックアップができるような対策ち

ゅうのは当然必要であろうとも思いますし、多気町の教育というのをしっかり
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と外へ発信することていうのはこれは絶対大事なことだと思いますので、今取

り組んでいることを今後やっていきたいこと等の構想も含めて発信できるか

なというふうに思います。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

松浦議員。 

○１番（松浦 慶子） ありがとうございました。今後、そういうふうなことを

してくださるということで、期待を持って私の質問は終わらせていただきます。 

○議長（前川 勝） 以上で、松浦議員の一般質問を終わります。 

  ここで、休憩をとりたいと思います。10 時 30 分再開ということでお願いい

たします。 

 

（９番 田牧 正義 議員） 

○議長（前川 勝） 再開します。７番目の質問者、田牧議員の質問に入ります。 

９番、田牧議員。 

○９番（田牧 正義） ９番、田牧、ただいまから一般質問をさせていただきま

す。一問一答方式、そして１項目目は、新多気町で最も多忙と思われる今年の

重点項目をお伺いしたします。 

○議長（前川 勝） 田牧議員、マスク外していただいて結構です。 

○９番（田牧 正義） ありがとうございます。そして、２点目は、過去に行っ

た質問に関しての進捗状況の確認をさせていただきます。１項目目につきまし

ては４項目、そして２項目については５項目ございますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  それでは、１項目目。今年の我が町では、数々なイベント、まぁ早く言えば

ヴィソンのオープン、あるいは国体開催の予定があるわけですが、そういう中

で、また外部要因のほうではスーパーシティ構想の国の裁定、あるいはシャー

プの液晶分社化に対して何らかの結論が出てくると。こういうような事で、非

常に適確な舵を取らないと、持続可能な町づくりがスタートさせるのにはどう
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したらいいのかっていうのが非常に微妙な段階に入ってくると思いますので、

このあたりのところを当局のほうは如何に考えてみえるか、そのあたりを伺い

たいと思うんですが。先にスーパーシティ構想については、実は１番強敵かな

と思ってたトヨタの富士裾野市のほう、こちらのほうはトヨタのほうはＮＴＴ

とタイアップして資本的にも 2000 億ずつ互いにすると。こういうようなこと

で、裾野市のほうもスーパーシティ構想について、この春には申請しないとい

うような方向で決められて、それが発表されております。それから、シャープ

の液晶化につきましても、分社化ですね、これにつきましても２月 25 日にシ

ャープのほうから堺のほうの工場の株式、これを売却すると。こういうような

ことが近々では発表されてる。ですから、スーパーシティのほうにおいては、

トヨタあるいはＮＴＴのほうの目指しているものはどちらかちゅうと日本で

はなくてＧＡＦＡに対してどういうようなスタンスでいくかと。こういうよう

なこと。そして地元の裾野市はスーパーシティ構想で得られたデータというの

が公表するというのが建て前になってると。だからそれを若干嫌って手を挙げ

なかったと。こういうことが発表になっている。それからシャープについては、

株式について売却したけれどもどこに売却したか、いくらでしたか、これは発

表されてません。なぜかと言うと、シャープの本社の機能があの工場の中にい

ってるんですね。ですから工場としてはどこが使われるか分かりませんけれど

も、おそらくシャープとしては本社機能、液晶部門の分社化した後のそれ以外

にシャープとして利益のある部分をどうするかという段階に今検討入ってい

ると、こういうことだと私は思っております。ですから、そのあたりを加味し

て、町としてそういうような大きな色んなイベントそれから周りを取り巻く状

況がそういうように風雲急を告げると言いますか、非常に速いスピードで多気

町を取り囲むというか、下手したら襲ってくる可能性がある。この段階で、当

局としてはいったい何を重点的にやられるのか、そのあたりをお伺いしたいと

思います。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 
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久保町長。 

○町長（久保 行男） 私のほうからお答えをさせていただきます。随分、田牧

議員は色んな情報を得られて、私どもより遥かに知識をお持ちの、最初のご質

問をいただきました。ちょっと私のほうで理解しにくい部分があります。が、

最後のほうに何を重点的に取り組んでいくか、ということでおっしゃられまし

たので、その部分についてお答えをさせていただきます。 

  先般の施政方針、また当初予算の説明でも申し上げましたように、今年は多

気町では三重国体とこわか大会が開催予定であります。また４月にはリハーサ

ル大会もありますので、この辺をうまく取り組んでいけるように。まず１番は

その部分がイベントとしては大きな部分があると思います。で、町政につきま

しては、移住定住それから子育て支援、それから農業関係もそうであります。

こういった分野に力を入れていきたいと、こう考えております。それから先ほ

どから議員のご質問にもありましたデジタル戦略室を設置をしまして、町のデ

ジタル化に向けても一生懸命取り組んでいきたいと。今年はこんな事業を中心

に取り組んでいくつもりであります。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） 具体的に私は、スーパーシティ構想あるいはシャープの

液晶の分社化等の近々の動き等を含めて、どういうように多気町として舵を取

られるのかというあたり聞きたかったんですが、今のところ具体的なものはど

うも無いのかなと。要はあくまでも民間のことですから、行政のほうがそこま

で先走って考えることも無いと、こういうことなんかも分かりません。ただ住

民としては、そういう嵐の中に入っていく可能性があることについては、当局

もある程度は動いて欲しいという気持ちもあるのも事実かと思います。ですか

ら、そこのところについては一応さらりとそれぐらいで終わっておきますが。 

実はこちらの質問の住民参加について、町民との膝を合わせて意見交換を１

期目より地区懇談会等を通じて積極的に実施している、これ何度もお聞きして
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いるわけですけれども、こちらのほうについて私の感じです、今まで町長が

度々そのように答えていただいているわけですが、私の目からはいつも言いま

すように、ボトムアップではなくってトップダウン、その色が濃いために得て

して私達に見えてくるものはなんか町長が一人で色々、もう本当におそらく久

保町長休みの日も無いぐらい一生懸命やってもらってる、それは分かる。だけ

ども、そこで焦点が合ってないではないですかというように感じてしまうわけ。

それで、ちょっとこちらの図を４枚ほどお見せします。これは、なぜ必要なの

か、どう作るのかと。これは私はある研修の中で作った資料なんですが、本来

はこういうように地域でボトムアップする人達がいて、それに対してトップダ

ウンの部分が加わると非常に安定した形になる。ところが、私は町長の今の状

態ちゅうのはこの状態。要はボトムアップが側にいないのに自分から色々作る、

守る、学ぶ、全てやろうとされるために、非常に安定性の悪い状況になってる

んじゃないかと。これは私が勝手に思ってる。しかし、先ほどのようにボトム

アップが出来てトップダウンが出来ると、近年よく言われるのは何かちゅうと、

もう一段上に持続可能な社会を作ることができますよ、早く言えば大きな三角

を作ることができるよと。これがよく研修等で使われることなんですね。です

から、ボトムアップ無しに町長がどちらかと言うとトップダウンでやられると、

周りから見るとどうしても不安定に見える。というように私は感じております。

ですから、このあたりのところをどういうように今後、町長一生懸命やっても

らってるのは分かる、しかし上滑りしてませんかというのが私の率直な感じな

んです。そのあたりを町長自身がどういうように今、膝突き合わせて１期目か

らやってると度々おっしゃってみえる。そのあたりについて自分で本当に住民

の声をそういう機会で吸い上げているとお考えなのかどうか、少し伺わせてく

ださい。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 田牧議員のご質問のボトムアップではなしにトップダウ
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ンが目に付くということでありますが、行政への施策につきましては、多岐に

わたっております。政策方針をしっかり定める、その目標や目的、また評価と

いうのはこれは首長の仕事であると私は思っております。政策方針をしっかり

定める、これが先ほど言いましたように首長の仕事であります。何をやるか、

それは、それを決めてその後のこれを具体的にどうやるか、そしてどう進める

か、どう実現させていくか、というのがボトムアップで、これをうまくミック

スさせてやることが効果的になると、バランス良く取り組んでいけると、私は

今までそうさせてもらっております。トップが方針を決めるのでトップダウン

と見られるかもしれませんけれども、多くの事案はボトムアップによって有効

に機能してこれまで結果を見てきておると思ってます。ええ町づくり懇談会に

つきましては、今、前回もそうでありましたけども、やや批判的に見られてお

るのではないかと思います。非常に色んな見識を持ってみえる田牧議員であり

ますのでそう見えるかも分かりませんが、自治会を回っての懇談会、多くの団

体や組織の皆さんと膝を突き合わせてお話をさせていただくのは大変意義の

あることだと私は思っております。コロナ禍のことでありますので、昨年はこ

ういう開催はできませんでしたけども、今後も取り組んでいきたいと思います。

今まで、私のほうで方針を決めて、住民の皆さんと関係者の皆さんと協議をし

て実現を見なかったものもたくさんあります。一番今大きなのは学校の統合で

ありました。その前にはプールを作ろうということでこれも多額の経費がかか

っておりましたので、これも多くの関係者の皆さんと協議をした中で結果的に

は止めようということになりました。今、多くのところで国のほうでも最近に

なって強く言われておりますのが何かと言いますと、再生可能エネルギーの活

用である。これも５年前に提案をして、各自治区を回ってやりましたけども、

多くの意見の中で今すべきではないということで結果的には取りやめること

にもなりました。これも全部トップダウンでやれというわけではありませんで

した。ただ多くの部分では方針を決めてやった部分というのは、一番最初の方

針でありましたのは、若者の就農支援、これもそうでありますし、それから高
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齢者の移送サービスでありますし、多くの福祉事業、特に福祉事務所の設置に

ついては私のほうで方針を出させていただいて色んな職員また関係者の議論

を経て、今現在やってよかったという事業は本当に多くあります。そういうこ

とから、トップダウン、ボトムアップ、こういう一方的に決めるんではなしに

両方とうまく調整をさせていただいて、これまで私は多気町政を進めてきたと

思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） 手法とかその他については色々方法があろうかと思いま

すので、そこのところはこの程度で終わらせていただきたいんですが。 

  ３つ目に入ります。要は、選択肢の無い選挙、要は無投票が２回続けている

わけですね、首長選挙で。これは町民にとっても、あるいは逆に言うと町長に

とっても非常に望ましい事では無いかと私は思ってるんですが、そのあたり、

２回無投票、選択肢が無いという過程で首長をお引き受けいただいてるわけで

すが、ご自分でどのようにこういう選択肢の無い無投票、こちらのようなこと

が今後なぜかというと、首長だけではなくって町議あるいは市議、そのあたり

のこの松阪以南の町では要は「なり手」が無くなってきている。こういう現実

の中と、その首長に対しても選択肢が無い無投票、これが多気町としては２回

続けてるわけで。そして、来年の１月にはまた首長選挙なり何らかのことが起

こるわけですから、そのあたり２回無投票で首長をお引き受けいただいてる町

長はどのように個人的にも行政的にもお考えなのかお聞かせください。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 大変難しい答えの質問をしていただきました。町民にと

って無投票が良いか悪いかということでありますけども、これは私の立場で申

し上げるべきことではないかと思いますので、この答えについては控えをさせ

ていただきますが。ただ、政策目標が無いのに無投票は駄目なので選挙という
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のは、一つの考え方としては無責任になるのではないかと私は思っております。

これは、選挙そのこと自体は多額の労力と経費と時間を要しますので、それだ

けで見ますと如何なものかと思います。選挙はやはり互いに複数の候補者が実

現可能な政策目標を掲げて議論を戦わせるということであればよいかと思っ

ております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） 多分そのぐらいかなと思います。で、少しちょっと私大

変失礼だと思ったのでこれ出すのはやめたんですが、今回の一般質問通告書、

これの下書きの折には実は１項目目はどういうように書いてたかって言いま

すと、次回の町長選挙への出馬の意向を伺いますと。本来はこうやって書いて

ます。 

そして、この１項目の４つ目であるんですが、持続可能な町づくりとは、と

私は相当長期的になる取り組みと考えています。よって、町長はスターターと

しては最適な人だとは思いますが、第一走者としては如何かと考えています。

それは、年齢、体力、それからもう一つは私がいつもデジタルに振り落とされ

るというような対応性について我々の世代では今の若い人達に能力的にとて

も付いていけないていうのを実感しておりまして、それを鑑みてどうなのかな

というようなことで思っていたので、本当は下書きの段階ではこういうような

書き方。しかし、これでは大変失礼にあたると思ったので、まぁ大きなプロジ

ェクト事業を多数立ち上げておられますので、この先もこれらの事業推進のた

め、町の先頭に立って行政を担当されるお考えなのでしょうか。ご自身はどの

ようにお考えですか、お伺いしますと。こういうようにさせていただいてます。

という結果でございます。ですから、色んなこと、相当多くのプロジェクトに

近いようなもの、あるいは町の総合計画に本来はあれば載ってくるようなこと、

それが昨日の山際議員もおっしゃってみえたように、町長の色々な施策の中で

ご提示願ってる。今回あがってきてるのはこれぐらい厚い。これ全部、合理化
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事業計画であるとかその他諸々、今までこれだけ厚い資料をお出しいただいた

ことはなかったかと思う。ですから一応このあたりのとこで、これらのプロジ

ェクト、私がどう考えてみてもクリスタルタウンの工業団地ですら３年半でい

ったら７年。ここに出てきてるもの、要は数年で終わるていうようなものは何

にも無いです。少なくとも５年 10 年かかるようなことばかり。これからする

と、この後最後のほうで私なりに町長が今回私ら議員あるいは町民にどういう

メッセージを投げかけられたのか、私なりに考えた答えと共にお話したいと思

いますが、まずは町長、今言ったようなこのプロジェクト、これについて町の

先頭に立って今後とも行政を担当されるお考えなんかどうか。ここのところに

絞ってお答えください。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 事業ていうのは、特にまぁ行政の関係につきましては継

続していきますので、まぁよほど違う方がまたもしかして担われることになれ

ば、もしかしたら変わることもあるかも分かりませんけども、概ねの事業につ

いては継続性があると思いますので、例えば人が変わっても事業は私は継続し

ていくのではないかと思っております。で、議員のご質問の、今後も先頭に立

ってやるのかていうことで、これにつきましては、今は令和３年度の施政方針、

それから政策目標を掲げてこれから取り組んでいこうという段階ですので、今

年、令和３年度挙げた事業を着実に実行できるように取り組んでいこう、こう

思ってます。今後、どうするかということにつきましては、色々差し障りもあ

りますので、今お答えするわけにはまいりません。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） 予想していたご回答をいただいたわけでございます。そ

れでは、２項目目に入りますが、その前に、町長に・・・ 

○議長（前川 勝） 田牧さん、質問ですか。 
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○９番（田牧 正義） いや、２項目目に入ります。１項目目はこれで終わりま

す。よろしいでしょうか。 

○議長（前川 勝） はい、２項目目ですね。 

○９番（田牧 正義） 過去に行った質問に関しての進捗状況を確認すると、こ

ういうことでございますが。ちょっと待ってください。 

  こちらに私取り出しましたのは、広報たき２月号。こちらで 12 月の私の一般

質問、ここで「空き家等の対策計画について、関係部署において実態を把握中

であるとの事だが、途中経過を伺う」と。こういうようにしてるんですが、こ

の中で実質的に空き家バンクに登録されてるのは企画調整課。それから、その

折の企画調整課長の答えは、管理されている空き家については空き家バンク、

それでやってます。その後、３つ目に空き家に対して実質的には何ら手を打っ

ていないと考えてよいのか伺いますと。これ町長に言う。町長の回答、「それ

ぞれの課が役割を分担して、他の課と連携しながら、実務を行っている。」こ

のように 12 月にお答えいただいた。この後、建設課等が色々今回こちらの本

にも出てますが、調べていただいたことは出てくるのは 40 ページにもわたっ

てありますの分かります。そして、その折に税務課長が税をかけれるかどうか

を調べました。逆に水道課長は空き家かどうかを突き合わせして実態を把

握・・・ 

○議長（前川 勝） 田牧議員。この件は通告をされておりませんので、通告に

沿って進めていただくことをお願いしたいと思います。 

○９番（田牧 正義） してますよ、きちっと。 

○議長（前川 勝） はい。 

○９番（田牧 正義） 倒壊の空き家についてのことで。これの 12 月のものに

ついて先に町長がお答えいただいているから、これの実績をお示しください。

要は、各課が何を連携してやってたのかを、町長 12 月の折に把握して言って

みえるわけですか。 

○議長（前川 勝） 議員、すみません。そのことはここには明記してございま
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せんので、通告の１番は、倒壊の危険がある空き家問題等のその後について、

ということをまずお話いただいて、それで答弁をもらってからその次に何か想

いがあればまた解決しなきゃいかんことがあればお話しいただければという

ふうに思います。だから、①を進めてください。 

○９番（田牧 正義） それじゃ、倒壊の危険がある空き家問題等のその後につ

いて伺いますということで、この中で伺う中に先ほど言った 12 月の町長の答

弁について、実態どのように把握されていたのかをお聞きしたいわけです。 

○議長（前川 勝） じゃあ①、当局の答弁を求めます。 

久保建設課長。 

○建設課長（久保 義隆） それでは、田牧議員の質問にお答えいたします。 

  ちょっと内容が、倒壊の危険がある空き家等の問題その後について、という

ことで、建設課で今までやってきたこと、それからこれから行っていこうとす

ることを言わさせていただきます。 

今回、議会最終日の全員協議会でも報告をいたしますが、今年の８月に限ら

れた建設課職員で 481 件の空き家の現地調査を行いました。多気町全員対象に、

各区長にお願いをして、地域内の空き家と思われるところを提出していただき、

その資料をもとに現状を確認しました。危険な空き家も含み、空き家として判

断した建物については、１件ごとに調査票を作成し、危険な場所等の写真も撮

り、調査時に近隣の方の話しや所有者の話しも聞き、調査に参加した職員６名

の結果を現状、課題、提案等に分けてまとめております。 

11 月 27 日には、第１回多気町空家等対策部会を開催しまして、部会のメン

バーであります関係の課と今回調査した結果を含めて、また今までの調査や問

題点等を共有いたしました。その後、１月の 27 日、ついこないだなんですけ

ども、多気町空家等対策推進協議会第１回を開催しまして、多気町空家等の対

策計画書（案）を提示をしました。また中身の説明を行いました。内容につい

ては、委員からは修正等の意見もなく、計画書を県へ提出したところでござい

ます。また、この会議で委員からは空き家の把握について見落としが無いよう
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に再度、調査をすべきだと意見がありまして、令和３年度には確実な空き家の

件数を把握し、調査を行う予定でございます。また、危険な空き家等に対しま

しては、協議会の委員と一緒に検討し、所有者に対して改善する方法などを進

めていく予定でございます。２月３日に松阪市役所の担当課と打ち合わせを行

い、令和３年度には、多気町、松阪市の範囲で空家ネットワークみえ主催によ

る相談会を開けるよう促し、単体の市町のみで動くのではなくお互いが良い方

向に向くように共同して進めていきましょう、と話をしたところでございます。

以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） 先ほど 40 ページにもわたる資料をお作りいただいてる

建設課さん、そちらのほうのことについては私もよくやっていただいてるなと

いう思いでいっぱいでございます。ただ、町長、申し訳ないです。先ほど、12

月のところで言った、要は空き家に対して実務的に何ら手を打ってないと考え

てよいのですかという私の問いに、12 月の一般質問です。その折に、それぞれ

の課が役割を分担して他の課と連携しながら実務を行っていると、こういうふ

うに広報たきへ町長が答えていただいてると。この実務を行っている、この実

務、何を 12 月の折で掴まれていたのか、お答えください。それでないとこの

後の質問の中のと若干違ってくるところがございますんで。そこのところ、ど

ういうことを空き家について掴まれてこういうご回答を広報たきの原稿とし

てお出しになったんか。そこだけお答えください。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） 今、建設課長が申し上げた内容のとおりであります。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） ちょっと嚙み合わないかな。まぁそうなるとは思ってい
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ましたけど。要は、他の課と連携しながらて、建設課だけじゃないんです。こ

の後出てきますけれども、建設課の中の最後の結論のほうには８つも９つもの

担当をする課と今後やります、協議会もしますと。こういうように建設課の報

告にはなってます。ですから、それはまだ出来てなかったはずなのに町長は 12

月にこのように連携して実務を行っていますと、お答えになってるからそれお

かしいでしょうと。ただこれ以上はもうここの分は突っ込みません。時間もな

いですから。 

  ２項目目の②、昨年が不採択になったＭａａＳについてですが、再挑戦又は

別途思考はお考えですかとしたんですが、これについては非常にＭａａＳのこ

ととスーパーシティ構想、こちらのほうで重なる部分があるということをおそ

らくＭａａＳというんじゃなしにスーパーシティ構想の中に吸収していくと、

こういうようなことで進められるのかなと思っておりますが、そういう考えで

よろしいんでしょうか。お答えください。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

小林企画調整課長。 

○企画調整課長（小林 悟） それでは田牧議員のご質問にお答えいたします。

田牧議員おっしゃるとおりですね、ＭａａＳに関しては、今回取り組もうとし

ておるスーパーシティ構想の中で出来ないか検討しております。内容はまた今

後詰めていくことになろうかと思います。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） その次、③ですが、クリスタルタウン工業団地の進捗状

況について。こちらについては、近くを通ると盛んにパイルを打つ機械である

とかその他が入って、今実際に建設の実務に稼働してみえるということでして

ますので、まだ色々ご回答いただけるような内容のところまでは行ってないと

思いますので、今回は進捗状況についてもご回答いただかなくて結構ですから、

先へ進めます。 
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○議長（前川 勝） これ、当局、答弁持っておりますので 

○９番（田牧 正義） 時間の関係で、後のほうの④、⑤についてする時間が無

くなってしまいますので、これは答弁いただかなくて結構です。よろしいでし

ょうか。 

○議長（前川 勝） いやそれ、少し短くでも答弁を聞いて 

○９番（田牧 正義） それでは、短く答弁をお願いします。 

○議長（前川 勝） 伊藤副町長。 

○副町長（伊藤 智巳） ただいまの田牧議員のご質問にお答えします。端的ち

ゅうことでございますので、先ほど言われましたように２月の 27 日にホクト

さんが三重きのこセンターの起工式が行われ９月完成予定で現在建設工事が

実施されております。また昨年の８月に、24 日に立地協定をいたしました岡田

パッケージさんにつきましては、６月頃に土地売買契約をする予定で進めてお

ります。そして、11 月 30 日に立地協定をいたしました株式会社ニプロン様と

は８月頃、土地売買契約をする予定でございます。以上でございます。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） ありがとうございました。それじゃ、④三重とこわか国

体カヌー競技の準備の状況を簡単にお答えください。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

上山教育課長。 

○教育課長（上山 善也） それでは田牧議員のご質問にお答えさせていただき

ます。本国体は、2021 年 10 月１日～４日の４日間で開催されます。また、国

体開催までにリハーサル大会ということで、来月になりますが４月の 24・25

日に実施をします。現在は、リハーサル大会開催に向けて競技会場となります

櫛田川の河川工事を行っております。また、各関係機関との調整、リハーサル

大会のプログラム、大会競技役員などの編成も概ね終了しているところでござ

います。今後は、リハーサル大会に向けて町の従事職員等の説明会等実施や三
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重県のカヌー協会、日本カヌー連盟との競技コースの最終調整を行い、スムー

ズな大会運営が行えるように努めて参りたいとこう考えております。以上です。 

○議長（前川 勝） 答弁が終わりました。 

田牧議員。 

○９番（田牧 正義） ありがとうございました。それでは、最後の項目になり

ます。２年ほど前の正月に、夕刊みえで載っていた「継続中の事業をキッチリ

仕上げる」そのようにお書きになっている。とすれば、三期目をあと一年残す

だけというようなことで、また町長からのメッセージが出てるわけですが、そ

れでは残りの任期中に何を最重点として取り組まれるのかご決意をお伺いし

たいんですが、時間の関係で、私が先ほど言いましたように、町長からのメッ

セージが２つありますねと。私なりの感覚で言います。１つは要はあと 1 年に

これだけの問題、多気町抱えてますよということで、要は足踏みの状態で次に

担っていただける人をお探しになるちゅうのが１つ。もう１つは、もう一期だ

け俺やって第一走者を俺がやるんやと、そういうような腹積もりでみえるのか。

ですから当然、今一番極端な例で言うと、千葉県の森田知事が出馬されなんだ

ら８人も出たよと。いうことになるわけですが、逆に４月に選挙のある名古屋

市長はまだ出馬について意向を述べてみえません。ですからそういう中で私は

２つ、町長は足踏みして次の人を探すんか、もう一期やるんか。というところ

で、お考えだと思ってます。ですから、おそらく町長が言われるのは、この後

９月なりぐらいまでに意向を述べられる方向ではないかと思いますので、その

あたりの、要は何を任期中残り一番重点にされるのか。そのあたりでお答えい

ただければありがたいです。よろしくお願いします。 

○議長（前川 勝） 当局の答弁を求めます。 

久保町長。 

○町長（久保 行男） くどいようにお答えをさせていただくようになりますけ

ど、今年度の重要項目というのは、予算的、金額ではないんですけども、１つ

はやっぱりスーパーシティ構想、これ採択になるかどうか分かりませんので。
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分かりませんが、これも関係の町が５つほどございますので、また企業さんと

もありますので、これをもし採択になればこれからこれが実現に向けていける

ように、３年ぐらいの計画になると思うんですけども進めていきたい、という

のと、それから金額的には先ほどくどいようですけども大きくないんですけど

も、移住定住、それから子育て応援、こういうところに力を入れていきたいと

思います。で、議員がこれは政策論議ではないんですけども、どうすんのやと

いう話ですけども、先ほどお答えさせていただいたように、今年の私の施政方

針でも申し上げました事業を、今年度きちっとできるように一生懸命取り組ん

でいくということで、もう一つくどいようですけども、行政の政策というのは

継続性が強いところがありますので、誰になろうと同じような事業を進めてい

ければと思っております。これは、悪い施策であったらこれまた別ですけども、

町民にとって、多くの人にとって良い施策を打ち出していこうと、また打ち出

していきたいと、こう思ってますのでよろしくお願いします。 

○議長（前川 勝） 以上で、田牧議員の質問を終わります。 

 

○議長（前川 勝） 以上で、通告者全員の一般質問が終わりました。 

本日の会議は、これで散会といたします。 

ご苦労さんでした。 

（ ３月 10 日 11 時 13 分 ） 

 


